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    ◎開議の宣告 

○議長（渡辺友三君）  おはようございます。議員各位には、それぞれ執務大変御苦労さまでござい

ます。 

 ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますので、ただいまより会議を開き

ます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してありますので、よろしくお願いをいたします。 

（午前 ９時３０分）  

──────────────────────────────────────────── 

    ◎会議録署名議員の指名   

○議長（渡辺友三君）  日程１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第88条の規定により、会議録署名議員には、15番 尾村忠雄君、17番 清水敏夫君を指

名いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

    ◎一般質問   

○議長（渡辺友三君）  日程２、一般質問を行います。 

 質問につきましては、通告に従いましてお願いをいたします。 

 なお、質問の順序につきましては、あらかじめ抽せんにおいて決定をいたしております。質問時

間につきましては、答弁を含め40分以内でお願いをいたします。また、答弁につきましては、要領

よくお答えされますようお願いをいたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◇ 三 島 一 貴 君   

○議長（渡辺友三君）  それでは、１番 三島一貴君の質問を許可いたします。 

 １番 三島一貴君。 

○１番（三島一貴君）  皆様、おはようございます。議長より発言の許可をいただきましたので、通

告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

 こうやって一般質問をやらさせていただきまして、議員にならさせていただいて約２年というこ

とですが、２度目の１番トップバッターとなりました。本定例会のトップバッターでございますが、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 今まで、人口減少問題解決による質問を続けてまいりました。人口をふやす政策や人口減少によ

る問題への取り組みなどを質問をさせていただきました。 

 なぜ人口減少が起きるのかは、今までこの質問の中で話をしてきましたので、本日はここでは割

愛をさせていただきますが、私、最近なるべく読書をしようと思いまして、いろいろ勉強をするた
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めに本を買っております。大変興味のあるような本がありまして、「未来の年表」という本がござ

いました。本当にこの将来この日本がどうなっていくのだということが書いてありました。今この

ままの状況であったら、この2042年とかどうなるんだろうと、先の話が書いてありましたが、本当

にこの本を読んでおりましたら、物すごく心配になってまいりました。このままでいきますと、日

本は本当にどうなるんだろう。10年後、20年後ではなく50年後、例えば、私にも子どもがおります

が、その子どもが大きくなったときに、この世の中はどうなっていくんだろうと大変不安になって

まいりました。 

 そのためには、本当に早くいろいろな施策を行って人口をふやすことをやっていかないと、本当

にこの日本はなくなってしまうんではないだろうというような不安になりました。 

 そんなことを思って、きょうは、この強い思いを持って一般質問をさせていただきたいと思いま

す。 

 人口が減少するならば、ふやすことを考えないといけないと思います。もちろん劇的に人口をふ

やすことは、今の世の中難しいかもしれませんが、ふやすことを考えなければ、ふえることはない

ですし、ふやすことを考えなければ減る減少スピードも緩めることが不可能だと考えております。 

 きょうはお手元に資料を配らさせていただきましたが、一つ大きなパネルをつくってまいりまし

たが、今の人口の推移と見通しということでありますが、2008年、このときが日本の人口のピーク

だと言われているそうです。例えば、2050年には１億人を切り約9,708万人まで減少すると言われ

ているそうでございます。 

 この表を見ると、この人口は1965年、過去にさかのぼると、1965年の約9,828万人、ここに近い

規模だそうです。これを見ると、単に昔の人口規模に戻るだけ。そう考えると、特段問題のないよ

うにも思えます。しかしながら、実際は、同じ１億人弱でも1965年と2050年では大きく中身が違う

そうです。中身とは、年齢構成で1965年の65歳以上の割合は6.3％、それに対して2050年は38.8％

と割合が６倍以上にふえるそうです。 

 人口減少による問題は、まず第一に若い世代が減るということは、自分で稼ぎ、消費する世代が

薄くなるということですから、物やサービスが売れなくなる。その上人手不足から物やサービスが

生み出せなく、生産力の低下につながる。そして、経済成長を低下させるということです。 

 そこからの影響は大変多く、少子化につながる原因が発生します。この状況を解決するには、真

剣に人口減少問題に取り組み、長期的施策を考えなければならないと私は考えます。 

 本定例会でも30年度の予算の審議もさせていただきました。予算委員会の中で平成30年度の予算

については、いろいろと話も聞きましたが、そのあたりをまた本日ここの一般質問でかぶるかもし

れませんが、通告をさせてもらっていますので、質問させていただきたいと思いますが、本市とし

ては、どのように今後取り組んでいくのかをこの場で質問させていただきたいと思います。 
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 この質問は、大変幅広い質問ですので、少しこちらから指定させていただきたいと思いますが、

地方創生関係の市長公室、子育て関係で健康福祉部、商工関係で商工観光部と、主な施策とそのこ

とでどのような目標を立てているのか質問をいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（渡辺友三君）  それでは、１番 三島一貴君の質問に答弁を求めます。 

○市長公室付部長（置田優一君）  それでは、三島議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

 では、最初に私のほうから、人口減少対策に向けた地方創生関連事業の取り組みであります２つ

のプロジェクト、郡上カンパニーと、それから、郡上藩江戸蔵屋敷について説明をさせていただき

ます。 

 まず、郡上カンパニーは、これからの地域づくりに欠かせない多様な人材の確保について、移住

と、それから、起業をセットにして戦略的に事業を展開しています。また、郡上を応援する関係人

口の囲い込みについても積極的に取り組んでいます。 

 郡上カンパニーの目標値につきましては、この取り組みによります移住人口を３年後の平成32年

度に合計で40世帯、60人として設定をいたしました。また、このカンパニーの第３期生、期間は平

成32年度から平成34年度までになりますが、この期間が終了する翌年の平成35年度におきまして全

てのプロジェクト、これ30プロジェクトになりますが、これが全部起業したと仮定した場合におけ

る経済効果として最大で３億7,500万円、これ30プロジェクト掛ける年商1,250万円で計算をしてお

りますが、この額を見込んでおります。それから、新規雇用については、これも最大になりますが、

郡上カンパニーのプロジェクトに参加される本人を含めて42名を目標としました。 

 それから、郡上藩江戸蔵屋敷につきましては、平成29年度の取り組みを通して郡上という土地に

本当に高い関心を示してくれる都市住民の方が確実にふえているという実感をしています。平成30

年度は引き続き郡上の歴史や文化、暮らしに焦点を当てた連続講座を開催するほか、森ビル株式会

社が所有する六本木ヒルズけやき坂コンプレックスの屋上庭園で農業体験イベントを開催をいたし

ます。この参加者にも効果的に郡上の魅力を伝え、郡上に興味を持つ人、それから、郡上に行って

みたいと思う人をふやしていきたいと考えております。 

 連続講座とこの農業体験イベントにおける平成30年度の参加者は、全７回合計９日間で延べ580

人を見込みました。この参加者の皆さんに向けても関係人口に一人でも多くつながっていくような

誘導を図っていきたいというふうに考えております。 

 人口減少対策となる移住・定住の推進については、地方創生の重点的な取り組みとして今後も積

極的に進めていきますが、国土という大きな枠組みで考えた場合、都市に住むか、それから、地方

に住むかという二項対立だけではなくて、郡上のような特色ある地域に継続的に思いを寄せて、か

かわることに価値を見い出す人、そういう人もふやしていくということも大切になってくるという

ふうに思っておりますので、今後は、こうした関係人口の獲得を意識した政策づくりについてもよ
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り積極的に進めていく必要があるというふうに考えています。 

 私からは以上です。 

○議長（渡辺友三君）  健康福祉部長 丸茂紀子君。 

○健康福祉部長（丸茂紀子君）  では、健康福祉部より、子育て施策についてお話をしたいと思いま

す。 

 まず、市のほうでは日本一住みたいまち、子育てしやすいまちの実現を目指しまして、平成27年

度から５カ年の計画期間とする子ども・子育て支援事業計画に基づいた取り組みを進めております。

その中には、各施策の目標等を掲げておりますが、この中で子ども・子育て支援策のさらなる充実

を図るために、30年度予算におきましては、まずは、子育て中の保護者の方の経済的負担の軽減と

いうのは大変重要なところになるかと思います。また、子どもを安心してやっぱり生み育てていた

だける、そのための切れ目のない支援を推進するための予算を計上させていただいております。 

 具体的なところを御紹介させていただきますが、まず、１つ目が、市独自の事業であるがんばれ

子育て応援事業です。この事業は、少子化が進んでいる郡上市にあって、安心して子どもさんを生

んでいただくための経済的な支援といたしまして、第３子以降の子どもさんを出産した保護者に対

して小学校入学までの６年間、郡上市共通商品券を毎年10万円を給付しておりまして、平成25年度

から始めた事業でありますが、平成30年度が一つの節目となります。 

 目標といたしましては、出生数に対する第３子以降の出生の割合を20％維持を指標として事業を

展開していきたいと考えておりますし、また、２つ目の赤ちゃんの駅の整備事業でございます。こ

の事業は、乳幼児を連れた家族の外出を支援するために、授乳とか、おむつ交換の機能を公共施設

を中心に整備するものでして、平成28年度では郡上八幡駅、市役所の本庁舎、旧庁舎の記念館など

計７カ所に整備しました。平成29年度では、市の総合文化センター、あと白鳥と大和の２つの振興

事務所に整備しまして、平成30年度では、残る市内の４つの振興事務所の中で整備する計画です。 

 このことにより市役所関係７庁舎全て整備されることになりますが、今後は、この公共施設の整

備のほかに、民間施設への普及でありますとか、登録店舗の登録に努めていきたいと考えておりま

す。 

 ３つ目が、保育園、幼稚園の保育料の軽減になります。この軽減措置は、保育園や幼稚園を利用

されます保護者の方の負担を軽減する目的ですが、平成27年度から国が示すその標準の保育料から

利用所負担割をおおむね６割から４割に市独自で引き下げております。来年度もこのようなことは

継続していきたいと考えておりますし、また、今後は、国のその動向を注視しながら、保育料の無

償化も視野に入れながら検討していきたいと考えております。 

 ４つ目が、小児に係る予防接種の拡大です。インフルエンザの罹患につきましては、一番罹患率

が５歳から14歳というようなところが高いということから、発症と重症化予防、また、蔓延予防の
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ために任意接種ではございますが、小児インフルエンザ予防接種の助成対象を現行の小学校６年生

までを中学３年生まで拡大をいたします。 

 このほか、高校生等の医療費助成については、これにつきましても子育て支援の一環として自己

負担分を商品券で支給しておりますし、これにつきましても子育て世代の支援として有効な事業で

あると考えておりますので、財政的に認められる限り継続していきたいと考えております。 

 また、母親の就労増加というようなところがあります。こういう中で、保育園の未満児の入園と

か、放課後児童クラブの利用がやっぱり増加してきておりますので、働きながらも安心して子育て

ができるように延長保育、一時預かり保育、病児・病後児保育の継続でありますとか、また、放課

後児童クラブの充実を進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（渡辺友三君）  商工観光部長 福手均君。 

○商工観光部長（福手 均君）  私のほうからは、商工課の担当分野ということでお答えいたします。 

 商工観光部商工課の担当分野の施策としましては、商工業を活発にして、生産力や消費力を向上

させるとともに、市民の所得を上げるということを目標にしております。 

 そこで、平成30年度の商工課の重点施策としまして、産業支援センターの開設、そして、雇用対

策、また、企業誘致、この３本柱を掲げております。産業支援センターにつきましては、既に予算

特別委員会等で御説明しておりますけれども、市の産業振興の拠点として、この４月から、来月か

ら開設をいたします。このセンターでさまざまな問い合わせにお答えし、また、かつここから、新

しい産業振興策を生み出せるように、初めての試みでありますけれども、しっかりと機能させてま

いりたいと思います。 

 続いて、昨今の厳しい人手不足であります。雇用対策も極めて大切な分野であります。これまで

企業に交付していた奨励金を個人に交付するように変えること、そしてまた、家賃補助も個人の方

に対して継続させていただきます。また、こういうことで、少しでも市内企業への労働力の確保を

進めてまいりたいと思います。 

 また、小中学生、あるいは先生にも市内企業を見て、知っていただいて、そして、将来のＵター

ンにつなげる、そういった事業も継続してまいります。 

 最後に、企業誘致でございますけれども、大島工業団地の整備を初めとしまして、そのほか個別

に今幾つか進行しておりますけれども、こういった企業誘致をぜひとも成功させたいというふうに

思います。 

 このことで市内の雇用の拡大と、長い目で見て、企業からの税収の確保、これをねらった事業で

ございます。産業支援センター、そして、雇用対策、また、企業誘致、この３つは、市の未来への

投資でもありますので、積極的に推進してまいるということでございます。 
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 最後になりますが、こういった商工分野での目標数値としまして、商工も含めた産業全体での就

業者数というのを設定しております。労働者の数でございます。これは、郡上市のまち・ひと・し

ごと創生の総合戦略の中でも掲げております市内の事業所の就業者数の合計ですけれども、平成31

年度に２万人の維持、２万人というのを掲げてございます。 

 少し背景をお話しますと、この就業者数の統計は、毎回の国勢調査で統計出てきますけれども、

平成17年度では２万3,161人でございました。そして、10年後の27年度には２万1,501人と、10年間

で1,660人減っております。ですので、もしもこのペースで減り続けますと、32年度には２万人当

然切ってまいりますけれども、それをさまざまな産業振興の施策の相乗効果を持ちまして、それを

31年度２万人の維持でとどめたいということでございますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

（１番議員挙手） 

○議長（渡辺友三君）  三島一貴君。 

○１番（三島一貴君）  細かい答弁をありがとうございました。 

 この人口減少問題の解決ということで、このような施策を取り組んでいただくこと、しっかりと

お願いをしたいと思いますが、こういった施策には２つありまして、最初に話しました長期的施策

も必要だということでありますけど、いわゆる短期的な施策と長期的施策、今、質問させていただ

きました地方創生、商工関係というものは、短期的な施策だと思っておるんです。やはり移住促進

やらＵＩＪターンということで、やはり市内に住んでいない方を呼び込むという施策は短期施策だ

と思っています。なぜかと言いますと、やはり将来人口が減るのは郡上市だけではないんですよね。

日本全国で人が減りますので、この先、このような移住施策というのは、いつか頭打ちが来るとき

が来ると思います。しかしながら、今取り組むべきことは、やはりこれは大事なことでありますの

で、短期的施策としていただいて、しっかりとこの郡上市に人を呼び込んで、郡上市の人口がふえ

ることをしていただきたいとは思います。 

 そして、長期的施策として、一番はやはりこの子育て関係の健康福祉だと思っておるんですけど、

やはり人口をふやすイコール、やはり子どもがふえていくというのが一つだと思う、それだけだと

思っておりますので、ぜひこれは長期的施策としていただいて、きょう今答弁いただきました内容

をしっかりとしていただいて、やっていただければ、子どもを生みやすい環境になれば子どもを生

んで、そうすれば、人口が必ずとふえていくということであります。 

 最初に話しましたが、ふやすことを考えなければふえないですし、こうやって人口は減少してい

くのは、正直もう決まっておるというか、もうそういったものでありますけど、そのスピードを緩

めるのも、ふやすことを考えなければ必ず緩められないと思っております。 

 毎年毎年、この施策は検証していただいて、その目標値をしっかりと立てていただいて、やらな



－１１９－ 

ければわかりませんけど、それを高目でもいいもんですから、ふえるように設定をしていただいて、

そして、しっかり検証していただいて、続けていただけるようにして、この郡上市において、日本

全体において人口をふやしていくということにしていただければ、また明るい未来があるのではな

いかと思いますので、また、引き続きこういった人口減少問題のことについては質問させていただ

きながらやっていきたいと思いますので、また、よろしくお願いいたします。 

 １つ目の質問は、これぐらいにさせていただきまして、２つ目の質問に入りたいと思います。 

 ２つ目の質問は、人口減少問題ではなく、私、白鳥地域出身の議員でございますので、ちょっと

地域のことの質問をさせていただきたいと思います。 

 白鳥地域では、体育施設の利用が大変活発だと聞いております。白鳥には体育館は、白鳥体育館、

白鳥第２体育館があって、その他、各小中学校の体育館があって、市民の方が使用しております。 

 この体育館の利用が、大変多いと聞いております。多いもんですから、毎年２月に調整会議とい

うものを行いまして、利用者によるお互いの相談の場を設けられ、１年間の利用の予定を調整して

いると聞きました。 

 ここで調整すると、その後、途中で新しい方がちょっと体育館使いたいなと言ってもなかなか使

えないというのが現実だそうです。利用者の中で相談をされて使っているということはお聞きして

おりますが、それぐらい白鳥の地域では体育館の利用が大変活発だと聞いております。 

 今回は、この利用の多い体育施設で、白鳥体育館、白鳥第二体育館、この２つについて質問させ

ていただきます。 

 白鳥体育館は昭和50年度、白鳥第二体育館は昭和44年度に建設されたと聞きました。両施設とも

構造耐震性はなしと聞いております。そして、耐用年数も白鳥体育館はあと３年ほど、白鳥第二体

育館は16年ほど経過しているとも聞きました。 

 そして、両施設とも体育館でありながら、指定緊急避難場所、指定避難所、一時避難所の指定は

されておりません。白鳥体育館においては、長良川沿いの堤防にあり、河川氾濫の場合に危険が生

じるという可能性もあると思います。 

 今後、この施設をどのようにしていくのか。耐震工事をするのか、もしくは、建てかえるのか。

本市としての考えを教えてください。よろしくお願いいたします。 

○議長（渡辺友三君）  それでは、三島一貴君の質問に答弁を求めます。 

 教育次長 細川竜弥君。 

○教育次長（細川竜弥君）  それでは、お答えをさせていただきたいと思います。 

 施設といたしましては、御質問のとおり、白鳥の体育館が昭和50年に鉄筋コンクリート造で建築

をいたしまして、ことしで43年が経過でございます。それから、白鳥第二体育館は、昭和44年に鉄

骨造で、これは郡上北高等学校の体育館として建築し、昭和54年に体育館のみが岐阜県から払い下
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げられたということでございます。 

 なお、この耐用年数と申しますか、これを税法上の耐用年数でございましたり、あるいは補助金

の適化法によります耐用年数といったものはございますが、鉄筋コンクリート造の体育館の場合は

47年、鉄骨造の体育館につきましては34年というふうになっておりますので、議員の御指摘のとお

り、白鳥の体育館については、あと３年ほどでその耐用年数を迎える、それから、白鳥第二体育館

につきましては、既に16年を経過をしておるというような状況でございます。 

 この耐用年数が経過をいたしましたので、直ちに使えないというわけではございませんが、平成

27年に実施いたしました耐震診断では、白鳥体育館がＩｓ値0.277、これは、それぞれＸ方向です

とかＹ方向、それから、何階建てといったようなことで、それぞれ数値が違いますが、一番最低の

数値を示して危険を判断するというものでございますが、白鳥第二体育館につきましてはＩｓ値

0.396という数値になっておりましで、これは学校建設のときにも御説明させていただきました文

科省が定めます学校等の施設の基準値はＩｓ値0.7でございますので、これは大きく下回っておる

ということでございます。現在は、施設の利用上の注意として施設の壁にＩｓ値を掲示しまして、

利用者に地震発生時、あるいは地震が発生するおそれがあるというような場合には使用しない、あ

るいはすぐに避難をしていただくというようなことで周知をしております。 

 耐震診断時の耐震補強の概算の見積もりでございますが、白鳥体育館につきましては３億1,800

万円、白鳥の第二体育館につきましては１億660万円という金額が示されておりますが、ただし、

これは仮に白鳥体育館でこの耐震補強工事を行ったと想定をいたしますと、天井高が現在よりも低

くなるという、かなり低くなるということで、利用をしておりますスポーツの種目、特に今想定さ

れますのは、バレーボール等につきましては、耐震工事を行った場合には、その利用が制限と申し

ますか、うまく、バレーボールなんかはちょっと支障があるのではないかというようなことを思っ

ております。 

 また、工事期間中の代替となります施設への利用調整というのもかなり難しいものがあるかなと

いったようなことを把握しております。 

 それから、平成28年度の市長と語ろうふれあい懇談会におきましては、白鳥体育館白鳥格技場、

それから、白鳥第二体育館を閉鎖をして、大規模な総合体育館を建築し、体育施設の一極集中化を

図り、岐阜県が目指している単なるスポーツをする場ということだけではなくて、世界に通じるア

スリートやチームを輩出し、多くの人々が集まるスポーツの聖地としてほしいというような御意見

もございましたが、郡上市全体の体育施設を今後の利用者の動向から整理をいたしまして、財政面

からの見通しがございますが、一つの方向性を出していきたいというふうに思っております。 

 ちょうど今、公共施設の総合管理計画といったようなもの、個別の案件につきまして検討をして

おりますが、こちらのほうも踏まえる中でやっていきたいと。それまでは、有効に、既存の施設を



－１２１－ 

維持しながら有効に活用していきたいというふうに考えております。 

 なお、議員の御指摘のとおり、こういう施設を整備いたします場合に、やはり大きい、非常に大

きい空間でございますので、避難所の利用というのが想定されるわけですが、今、御指摘のとおり、

あの場所にもう一度建てかえる、あるいは補強をするということになった場合に、やはり避難所の

指定というのは難しいんではないかと。この安全という面からも一つ考慮させていただいて、総合

的に考えていきたいということを考えております。 

（１番議員挙手） 

○議長（渡辺友三君）  三島一貴君。 

○１番（三島一貴君）  ありがとうございました。白鳥体育館におきましては、本当に市民の利用が

大変あるそうでございます。夜なんて、もう毎日使用があって、平成28年度は利用者人数でいくと

２万2,166人と、白鳥第二体育館においても１万2,038人と、本当に夜、毎日使われているそうでご

ざいます。 

 ですし、聞いてまいりましたら、白鳥体育館においては、白鳥小学校がクラブ活動で夕方６時間

目に使われたりとか、第二鳥体に限っては、白鳥中学校が、白鳥中学校の体育館もありますが、中

学生が体育の授業でそこの第二鳥体に上がって授業をやると聞いております。 

 教育次長の答弁の中に掲示物をという話がございました。これちょっとあえてパネルにはしんか

ったんですが、こんなような掲示物が張ってあるんですね。「地震が発生したら、直ちに避難して

ください」。市民がこれだけ活用している施設であって、その上、中学生、小学生が授業の一環で

使っている施設の中で、地震が来たら避難してください。子どもたちは、市民の方々は、体育館、

避難所ではありませんけど、体育館というのはまず安心しておると思うんです、普通の流れでいけ

ば。その中で、これを張っておって、これでいいのかというのは僕の不安です。やはり地震が来た

ら避難してください。この掲示物を張って、僕が思うには、何年たっているんだろうと。僕の記憶

の中ではもう二、三年はもうこれ張ってあると思うんです。それをこのままにしておって、これだ

け利用の高い施設に市民が安心して使えないというのは、大変まずいのではないのかなと思います。 

 そして、その中で、ちょっといろいろと調べさせていただきましたら、もちろん、その白鳥には、

白鳥体育館、先ほど避難所指定されておりませんということでありました。これもちょっと一般質

問の前に総務課へ行ってお話を聞いてまいりましたが、この白鳥地域においては、建物の避難所が

ふれあい創造館しかないんです。白鳥町白鳥の人口は約2,200人ほどみえます。指定緊急避難場に

なっているのは、白鳥ふれあい創造館、そこの収容可能人数が394人、白鳥の白鳥町白鳥というの

は、ものすごい人口の密接地域なんです。そこでもし何かあったときに、災害があったときに、避

難してくださいって言ったときに、屋内の避難場がないんですよね。話を聞きましたら、もちろん

それは、為真地域へ行ってもという話はされましたけど、でもこういった指定避難場の周知してあ
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るのに、白鳥、その中に白鳥ふれあい創造館は、白鳥だけじゃなくて、越佐地域、向小駄良地域も

白鳥ふれあい創造館に来てください。 

 大きな災害があったときに、全てがその建物の中に避難ができないんですよね。そういったこと

で、こういった体育館もあるんですが、そういったことで大変市民にとっては不安な材料だと思っ

ておるんです。そのあたりはどうですか。 

○議長（渡辺友三君）  教育次長 細川竜弥君。 

○教育次長（細川竜弥君）  ただいまの御質問でございますが、私どももこの施設、耐震の基準を満

たしておりませんよという掲示物を張っただけで、それでよしとするということは本当に思ってお

りません。 

 一つ申し上げますと、30年度の予算の案のほうでも計上させていただきました。実は、五町社会

体育施設と申しますのは、やはり同じように耐震基準を満たさずに、その場合に、このときに２つ

検討をいたしました。休止をしまして、使用を休止をしまして、その耐震を施す、あるいは例えば、

建てかえるという選択肢もあろうかと思いますが、それまで休止をするというような選択肢も考え

ましたけれども、それでは全くありながら、市民の方、いろんな方が使えないというようなことが

ございまして、本当にこちらとしては不安な一面もございましたが、ただいま申し上げましたよう

に、地震ですとかが頻発しておる、あるいはその予想がされるといったようなときには使わないと

いったようなことで、そこは十分注意して使っていただきたいと。当然、その注意喚起をしており

ましても、もし万が一、発生をいたしまして、何かありましたときには、これは当然、市のほうと

しての責任がそういう喚起をしましたからといったことで逃れるというものではないというふうに

感じております。 

 それで、御案内のとおり、五町の体育館につきましては、あそこはやはり耐震がございませんで

したので、一時避難所です。一時になっておりましたが、今回、耐震を施させていただければ、恐

らく指定の避難所にできるのではないかと。また、御存じのとおり、五町地区も非常に人口が密集

しておる中で、現在ございます屋根のついた避難所と申しますのが、八幡の第二公民館だけでござ

いました。あそこでは、やっぱり当然、その人数が足らないというような総合的な判断のもとに、

避難所としての確保、それから、地区のスポーツ、それから、特殊な要因では体操クラブのといっ

たようなことの３つを合わせまして耐震補強プラス増築という判断をさせていただいたということ

でございます。 

 ですから、白鳥の地域のこの体育館につきましても、そういったような総合的な判断をさせてい

ただいて、どういうふうに持っていくかというようなこともございます。 

 それから、以前の一般質問のほうでも一度御提案がございましたのは、体育施設そうろうという

ことではなくて、いわゆる大和の総合センターのような、いわゆる文化施設、いわゆるホール的な
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機能も持った、そういったようなものもどうかといったようなことを一般質問のほうで御提案をい

ただいたようなものもございますので、その点も踏まえながら、あそこも白鳥の文化ホールという、

これも大変耐震の問題はございませんが、施設自体は老朽化しておるといったようなことで、そこ

のところは総合的に判断をさせていただいて、方向を定めていきたいというふうに考えております。 

（１番議員挙手） 

○議長（渡辺友三君）  三島一貴君。 

○１番（三島一貴君）  ありがとうございます。本当に、市民が安心して安全に暮らせる環境をつく

っていただかないといけないと思っております。 

 白鳥地域におきましても、今ちょうど大きな高速道路の工事が終了間近に迫っておりまして、工

事事務所を一つ解体するとか、また、古くなっている教職員住宅等もあって、また、そういったこ

とを解体をしていけば、また、いろんな大きな敷地ができてくると思いますし、そういったことを

総合的に考えていただきまして、体育施設ということももちろん、避難所のことももちろんであり

ますので、そういったことをしっかりと見ていただいて、早急にこれは取り組んでいただきたいと

いうことをお願いをしたいと思います。 

 そして、先日、フットボールチームが郡上市にでき上がりました。その方の、そこの関係者の方

とお話をしてまいりました。聞きますと、選手の方は、だいたい白鳥の地域の方が多くて、もちろ

ん総合的にサポートしているのが白鳥に来た大きな会社でございまして、選手も白鳥の地域の方が

多いそうです。フットボールチームですごい何か強くていいところまで行って、すごく有名になれ

るところまで来ていると。 

 話を聞いておりましたら、そのチームの選手たちは、各個人個人がよそのチームにおるんですっ

て。その方々を寄せ集めてつくったのが今のチームらしくて、個人個人は、各自分のチームで練習

しておって、まだ、今のつくったチームでの総合的な練習を、今の体育施設の問題があってできて

いないと。それは、大和の体育館を使用して練習ができるように動いていただいたということでう

れしく思っておりますけど、これがしっかりと練習をすれば、物すごいいい成績を残して、プロの

フットサルチームになれるということを聞いております。 

 先ほど言ったように、白鳥の地域の人が多いんですって。会社も白鳥にもあったりとかして、や

っぱりスポーツの選手の練習は、大和ですと、仕事が終わって白鳥から車に乗って、白鳥からあそ

この体育館までだったら15分から20分かかるんですが、行って練習をして帰ると。しかしながら、

白鳥でしっかり練習できれば、そしたら、体育館までランニングしてトレーニングしがてら行くと

か、自転車に乗って行くとか、そういった形でのできるもんですから、ぜひ白鳥で行動したいとい

うことをお話を聞いてまいりました。 

 そういった面で、このフットサルチームが有名になれば、また、郡上のプロチームということで、
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すごくまた郡上の活性化にもなると思いますので、そういったこともしっかりと考えていただいて、

この体育施設、白鳥地域における体育施設を真剣に、早期に取り組んでいただきたいと思います。 

 また、ちょっとこのフットサルのチームのことも御存じだと思いますが、そのあたり含めてひと

つ教えていただけますか。 

○議長（渡辺友三君）  教育次長 細川竜弥君。 

○教育次長（細川竜弥君）  こちらのほうは、市内の企業さんのほうで、私ども非常に理想的だなと

思いますのは、その企業のほうでスポーツチームをお世話をしていただくということは、非常にあ

りがたいことでございまして、その社長さんのほうからも、やはりその練習場がと申しますのは、

フットサルというのが、室内サッカーということですので、どうしても室内の中でボールを蹴ると

いうことになりますと、例えば、体育館にあるスピーカーに当たったりとか、それから、そのほか

の、通常、体育館の中には、あまりそういう突起物なんかはございませんけど、それでもやはり壁

なんかに非常に強く当たると。バレーボールなんかのまた打つのとは違うといったようなことで、

その練習場探しに非常に苦慮をしておるというようなことでございました。 

 白鳥の第二体育館でもたしかフットサルのほうの使用の記録がございましたけれども、やはり一

番理想的なのは、もう少し広いところでできないかといったようなことでございますと、今申し上

げましたとおり、大和の総合センターのほうなんかは理想的なんだけれども、結局、室内のものの

壁に直接当たったりとかというようなことをお聞きしましたので、それを解消するために防球ネッ

トをよくステージの前なんかには防球ネットありますが、それを壁側とか後ろ、四角に囲んでしま

いますと、十分それができるというお話しを伺いましたので、今度の30年度の予算案のところでは

そういうことを計上させていただいたということで、ぜひその企業の他の企業の方でもそういう

チームをといったような思いがもしございましたら、できるだけ御相談にお答えして、そういう環

境を整えていきたいというふうに思っております。 

（１番議員挙手） 

○議長（渡辺友三君）  三島一貴君。 

○１番（三島一貴君）  ありがとうございます。本当に地域のために、地域を盛り上げるために、こ

ういったチームも、スポーツチームができているんだなと思いますので、そのあたりも考慮してい

ただいて、くどいようですけど、この白鳥の体育施設においては、早期的な解決で取り組んでいた

だきたいなと思いまして、お願いをいたしまして私の一般質問を終わらさせていただきます。あり

がとうございました。 

○議長（渡辺友三君）  以上で、三島一貴君の質問を終了いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◇ 上 田 謙 市 君   
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○議長（渡辺友三君）  続きまして、13番 上田謙市君の質問を許可いたします。 

 13番 上田謙市君。 

○１３番（上田謙市君）  おはようございます。議長より発言の許可をいただきましたので、通告に

従いまして質問をさせていただきます。 

 今回は、「観光立市郡上」に向けた施策の推進について４点ほどお尋ねをいたします。 

 まず、初めに、観光立市郡上推進本部の事業展開と今後の展望についてお聞きします。 

 昨年３月の定例会において、観光立市を目指すということはどういうことなのかという同僚議員

の質問に対し、市長は次のように答えられております。 

 「みんなで郡上の光を観していきましょう」。この観すというのは観光の「観」を「しめす」と

読ませているわけですが、みんなで郡上の光を観していきましょうよということは、それこそ福祉

の充実であったり、基盤の整備であったり、あるいは安全という問題、そういうことも含め、そし

て、産業で言えば、農林業であれ、製造業であれ、サービス業であれ、そういうものがきらりと光

る地域づくりをすることによって、住んでいる人も幸せだし、そして、そんないいところへは遠く

からも人は来てくれるだろうという、そういう地域づくりを改めてみんなでしましょうよと、そう

いう意味合いでございますと、市長は答えられております。 

 これは、孔子の論語にある「近き者喜び、遠き者来る」ということだと思いますけれども、実に

わかりやすい理解できる内容表現であるというふうに思っております。 

 そして、昨年５月に日置市長のそうした理念を具現化するために、庁内の組織、観光立市郡上推

進本部が設置をされました。青木副市長を本部長に、組織が縦割りとならないように、庁内を横断

する体制がとられておりまして、推進本部では観光立市を目指して闊達な話し合いが進められてい

ると聞いておりますが、この推進本部における事業展開などの取り組みの現状と本部機能のさらな

る向上のための課題や展望はどのようであるか、お尋ねをいたします。 

○議長（渡辺友三君）  それでは、上田謙市君の質問に答弁を求めます。 

 副市長 青木修君。 

○副市長（青木 修君）  それでは、お答えをしたいと思いますが、まず、観光立市推進本部につい

ての政策推進に当たる基本的な考え方からお答えをしたいと思います。 

 目標についてですけれども、郡上の自然、それから、歴史、あるいは教育や文化、さらにその産

業、そして、暮らし、福祉、こういったものの郡上が持っている価値、これを生かして高める、そ

れから、広める。こういったことを通して、郡上を訪れたい、あるいは住んでみたい、そして、住

み続けたい、こうした魅力あるふるさとづくりをするということを目標と考えております。 

 取り組みについてですけれども、その目標の実現のためには、行政の各部局が横の連携をしてい

くということ。それから、市民の皆さん、それから、議会の皆さん、そして、行政の連携、あるい
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はいろいろな組織や団体、そして、郡上を愛する人、こうした人たちの連携と協力によって進めて

いくという、いわば協働という考え方を取り組み方の基本的な考え方としております。 

 そこで、この考え方に基づいて、観光立市の政策推進として３つの政策目標を掲げております。

これは、狭い意味の観光ということになるかと思いますけれども、１つ目の目標としては、郡上の

人、それから、自然、文化を生かした仕事の創出と観光等の商品をつくることです。例えば、自然

や歴史、文化などの郡上の持っている観光資源、そのデータベース化や、それを生かしたモデルと

しての観光商品づくりを上げることができます。 

 それから、２つ目の目標としては、郡上を訪れたい、そして、住み続けたいと感じられる環境や

体制を整備すること。例えば、移動しやすい交通ネットワークづくり、あるいは魅力のある宿泊施

設の整備、そして、人に優しく安心できる施設の整備などを上げることができると思います。 

 ３つ目の目標としては、観光を中心とした郡上の地域経営を担う人を育てることと、組織をつく

ること。これは、郡上学ですとか観光塾、また、観光連盟と行政との連携、そして、郡上ファンの

データベースづくりといったものを上げることができると思います。 

 この政策目標について、今年度取り組んでいることですとか、それから、その現状を踏まえて今

後取り組もうとしていることについて、引き続いてお答えをしたいと思います。それぞれの目標ご

とにお答えをしていきます。 

 まず、仕事の創出や商品づくりについては、これまでにつくられておりました観光情報の整理と

データベースづくりに着手をしております。 

 それから、郡上藩江戸蔵屋敷も使った首都圏での郡上の暮らしの紹介ということも進めておりま

すし、国内外への観光プロモーションといったことについても進めているところです。 

 そこで、30年度以降になりますが、観光立市の推進本部と観光連盟とが協力をして、観光資源の

データベース化とモデル商品づくりを行って、観光に携わる人、それから、案内とかサービスとい

った施設に対して情報提供ができる体制づくりを進めていきたいと思っておりますし、２つ目には、

教育委員会のスポーツ振興課、それから、商工観光部、そして、観光連盟が連携をして、スポーツ

大会や合宿を誘致するためのプロモーション活動、それから、優遇策を講じることによって、ス

ポーツ合宿村郡上の知名度を少しでも高めていきたいというふうに思っております。 

 それから、２つ目の環境や体制の整備についてですけれども、宿泊施設の整備を支援することに

よって、魅力を高める取り組みを始めてきました。それから、赤ちゃんの駅ですとか、それから、

２次交通対策を始めるということによって、できるだけ快適性を高めたいというふうな取り組みを

現在進めておりますが、30年度以降の展開例としては、観光連盟、それから、商工観光部が連携を

して、さまざまな宿泊の要望、希望に応えることができるように、魅力と特色のある宿泊施設づく

りのために支援を続けていきたいというふうに思っております。 
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 また、２つ目に、そのスポーツ施設の予約システムや、それから、観光情報の検索など、できる

だけ便利で使いやすい情報の環境の整備をしていきたいと思っております。 

 それから、トイレの改修ですとか、わかりやすい表示、これは外国語対応も含みますが、人に優

しい設備の整備も進めていきたいと。 

 それから、３点目の目標である地域経営を担う組織と人づくりにかかわってですけれども、現在、

郡上学ですとか観光塾、あるいはツェルマットの視察等を通じて郡上の魅力の再認識、それから、

今後の観光のあり方を学んできております。 

 さらに、郡上カンパニーですとか、江戸蔵屋敷といった取り組みを通じて、郡上にかかわる人の

結びつきができたというふうに捉えております。 

 そこで、30年度以降の展開ですが、法人化をする観光連盟と、それから、観光立市推進本部との

連携、それから、スポーツコミッション、こういったものの体制づくりを進めていきます。 

 ２つ目としては、郡上人会、それから、郡上を愛する人々など、郡上ファンのデータベース化を

して、郡上にかかわる人のネットワークづくり、そういったものの基礎をつくっていきたいという

ふうに思っております。 

 これ以外に、現在、その推進本部でさまざまな調整によって行ってきた事業を少し紹介をさせて

いただきますと、郡上の水の魅力を、東京都、これは港区が中心ですが、積極的に発信をするとい

う取り組みを行ってきました。それによって、特に、港区からは、災害時の備蓄飲料水として活用

をするということについて、大変高い関心を示していただきました。 

 それから、もう一つは、郡上民泊推進協議会と、郡上・田舎の学校における組織の最適化と今後

のあり方について話し合いを進めてきましたが、結果として２つの組織を統合をして、郡上市全体

の観光ツーリズムを担う新たな組織、これは法人化を目指しておりますが、その設立について動き

出しました。 

 それから、もう一点ですけれども、昨年６月に経済産業省が進めておりますＩｏＴ推進ラボ、郡

上ＩｏＴ推進ラボとして申請を行いました。８月に認定を受けることができましたので、平成30年

度から産業用のドローンスクールですとか、あるいは、ＩｏＴの人材育成などの取り組みを進める

ということができると思います。 

 今、幾つかお話をさせていただきましたけれども、これを今後さらにより効果的に進めるための

取り組み方として、平成29年度は観光立市郡上の考え方の整理ですとか、大きな意味での方向性を

協議をしてまいりましたけれども、率直に言って、施策の実施については十分だったとは言い切れ

ないところがあります。 

 そこで、平成30年度は、観光立市郡上の中心的な分野である観光、それから、商業の分野の体制

の強化を図っていきたいと。具体的には、組織の中で副本部長に商工観光部長を加えます。そして、
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推進本部内の事務局体制をより強化するために、市長公室並びに商工観光部による観光立市郡上推

進プロジェクト会議を設けて、施策の実施に向けてより機動性を高めていきたいというふうに思っ

ております。 

 また、重要課題について、その政策の検討ですとか、それから、政策の立案をより専門的に行う

という、そういう意味で市長公室内に新たに政策推進課を設けます。そして、関係する部署と連

携・強化を図りながら、取り組みの実効性をより高めていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

（13番議員挙手） 

○議長（渡辺友三君）  上田謙市君。 

○１３番（上田謙市君）  福祉ということをキーワードに、まさに総合施策といいますか、総合政策

をもって観光立市郡上を目指して、特に観光立市郡上推進本部が中心となって取り組んでみえると

いう内容をお聞かせいただきました。 

 １番議員の質問にもありましたけれども、目指すところは、やはり人口減少をいかにして歯どめ

をかけて抑制をするかということの１点にかかっておるんだというふうに思っております。どうか

今後とも立ち上がったこの観光立市郡上推進本部を中心に、そうした大きな目標に向かって進んで

いただくことをお願いをいたします。 

 次に、ただいまも出てまいりましたけれども、宿泊施設の充実に向けた市の取り組みと市外業者

のホテル建設についてお尋ねをいたします。 

 国や岐阜県のインバウンド施策の効果もあって、市内には国内の観光客に加え、海外からの観光

客も増加する傾向にあります。 

 新聞報道によりますと、昨年の岐阜県への訪れていただいた外国人宿泊客は、速報値であります

が、６年ぶりに減少はしたものの93万人であったということであります。そして、県内の観光地は、

体験型への転換を目指して県は新年度に匠の技体験ツアーを推進するなど、新たな魅力づくりを急

いでいるということであります。こうした流れは、観光立市郡上を目指す郡上市にとっても心強い

追い風になると考えております。 

 さて、本年２月に改定をされた郡上市まち・ひと・しごと創生総合戦略には、観光産業の振興策

として、官民が連携した市内宿泊施設の充実と活用促進が明記されております。宿泊施設の整備充

実は、重要な課題でありますが、無秩序な拡充は既存業者への影響が懸念されるところでもありま

す。 

 そこで質問ですが、大規模な改修が予定をされておる積翠園における既存の民間宿泊施設との共

存共栄等、経営方針はどのようであるか。そして、本年度から始まった民間宿泊施設の改修等支援

事業、初年度でありますので、今、そのことを早計に評価するということは困難かと思いますけれ
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ども、初年度実績などへの評価はどのようであるか。 

 もう一点は、やまと道の駅に隣接して市外業者がホテル建設を予定しているとのことであります

が、市内の宿泊業者に与える影響などをどのように考えているか、お尋ねをいたします。 

○議長（渡辺友三君）  それでは、上田謙市君の質問の答弁を。 

 副市長 青木修君。 

○副市長（青木 修君）  それでは、私のほうからは、コンベンションホテル積翠園の経営方針を中

心にしてお答えをさせていただいて、進出してくる市外のホテルにつきましては、商工観光部長の

ほうからお答えをさせていただきたいというふうに思います。 

 最初に、観光動向の変化を踏まえた宿泊施設のあり方と、それから、ホテル積翠園の経営方針を

関係づけてお答えをさせていただきたいというふうに思います。 

 まず、宿泊の状況と課題ですけれども、平成28年に郡上市内の宿泊者数は約45万人になっていま

す。それから、観光客数が約588万人で、観光客に対する宿泊客の割合は約7.6％です。そして、月

別にしますと、１月、２月、それから、７月、８月に、いわば冬と夏に多いという季節に偏りのあ

る宿泊の状況というふうになっております。 

 外国人の宿泊につきましては、27年が約１万1,000人、そして、28年は約１万7,000人とふえる傾

向にあるというふうに捉えておりますが、こうしたことから、郡上市はおいでいただく観光客は多

いんですが、宿泊が少ないし、そして、年間を通じて季節に偏りがあるという、こういった特色が

ありますので、通過型、あるいは日帰り型の観光地というふうに言っていいんではないかというふ

うに思っております。 

 ただ、郡上にはさまざまな観光資源がありますので、そういった観光資源、特に、四季折々の郡

上の暮らしを楽しんでいただく通年型、そして、滞在型の観光によって宿泊客をふやすということ

は十分可能であるというふうに思っておりますし、それが課題というふうにして捉えております。 

 そこで、観光の動向が、今どのように変化をしているかということですけれども、近年は、団体

を組んで名所等を見学するという観光から、家族あるいはグループなどの少人数で体験、滞在する

という傾向になっております。 

 また、観光目的も非常に明確になっておりまして、観光する場所、それから、宿泊施設の選択、

そして、滞在中の活動などについても、観光客みずからが決定をするという傾向にあります。 

 また、観光地や宿泊施設の選択や予約については、個人がインターネットを利用して予約をする

という、そういう状況になっておりまして、旅行会社を経由するということが比較的数としては少

なくなっているように思っております。 

 そのために、今後、多様化をしていく宿泊の形態、それから、要望に応じていく宿泊施設という

のが求められていくというふうに思っております。 
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 こうした変化にどのように対応するかということですけれども、郡上の特色を生かした施設と

サービスに尽きるんではないかというふうに思いますが、具体的にお答えをしますと、郡上の自然

や文化、暮らしの特色を生かしたり、景観や風土との調和を図ったりする施設や設備とすること。 

 それから、郡上の食材や調理法等を生かした食の提供、それから、郡上の人のもてなしなど、郡

上らしいサービスが提供できること。 

 それから、郡上での遊び、体験、見学などの情報提供や案内、そうした相談に対応できるなど、

観光ガイドや観光アドバイザーの役割が果たせる宿泊施設であること。 

 そして、外国人の観光あるいはスポーツ合宿、そして、会議や研修など、滞在の目的に対応でき

る施設規模であったり設備であるということが必要だというふうにして捉えております。 

 こうした条件を踏まえて、コンベンションホテル積翠園の経営方針についてですけれども、これ

は、指定管理団体との協議をする際の基本的な考え方として御理解をいただければというふうに思

いますが、まず１つ目には、人と人との結びつきを強め、郡上の情報発信を行うことで、郡上を愛

する人々との交流活動の拠点とする。このことは、昭和39年の建設以来、旧郡上郡７町村、及び郡

上市が出資した第三セクター会社が意識した観光交流施設としての役割を強化するという意味を持

っているというふうに思います。 

 具体的には、交流行事、それから、各種の大会や会議、研修会等の開催や誘致をするということ

で、市内の周遊ですとか、あるいは観光施設の利用者の増加を図ることもできるというふうに思っ

ております。 

 また、２つ目は、宿泊客、それから、会議等の利用客の高い満足度を得られるようなサービスが

提供できると。そうした施設をするということですけれども、このことは外国人あるいは企業等の

招待客、そして、研修の参加者、家族やグループ、そういったさまざまな皆さん方の宿泊に対応で

きる施設とサービスの提供によって、宿泊できる観光地郡上としての知名度を高めるということを

目指すことになろうかというふうに思っております。 

 それから、その具体策ということになると思いますけれども、市内のほかの宿泊施設とは違う宿

泊施設の整備、そして、職員の研修ということによって、接遇や案内、そういったことについての

ほかの施設のモデルとなるように努めていきたいというふうに思っております。 

 ３つ目ですけれども、郡上の食、それから、文化、暮らし、こういったものを体験できる拠点の

施設とすると。このことは四季を通じた体験型の観光拠点として、市内の農水産物を初め、市内の

生産品を利用すること。このことによって、市内の経済循環を高めていくということにもつながろ

うかというふうに思いますし、さまざまな経済活動の言ってみれば起爆剤にもなるんではないかと

いうことも期待をしたいというふうに思っております。 

 具体的には、郡上の食材を利用した料理の提供ですとか、市内での遊びや体験などの紹介、そう
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した郡上らしさ、郡上のよさを体感をしていただくというになるというふうに思っております。 

 今後の宿泊の見通しですけれども、スポーツ大会ですとか、それから、合宿での宿泊、あるいは

自然体験や農業体験なとの農家民泊、それから、文化や芸能や遊びなどを通した観光での旅館での

宿泊、こうしたものが考えられますので、宿泊施設の特色を生かすということによって、積翠園と

ともにほかの宿泊施設の利用というのはふえてくるというふうにして捉えておりますし、ほかに郡

上市が今、観光連盟とこれから連携をして、総合的な観光事業とか施策を講じていきますけれども、

そういったものを各宿泊施設が十分利用していただいて、経営方針ですとか、あるいは経営計画に

組み込んでいただくということによって、さらに自然体の宿泊客がふえるんではないかというふう

に思っておりますので、こうしたことが、共存共栄するという考え方につながっていくんではない

かという、そういう考え方でおります。 

○議長（渡辺友三君）  商工観光部長 福手均君。 

○商工観光部長（福手 均君）  私のほうからは、宿泊施設の改修支援事業、そして、大和町のホテ

ルの件についてお答え申し上げます。 

 まず、宿泊施設の改修等支援事業でございますけれども、先般、補正予算をお認めいただいたと

おり、平成29年度、今年度は24件の実績がございました。そして、補助金の総額は5,518万5,000円

ということでありました。そして、主な改修内容としましては、トイレの洋式化、そして、施設の

バリアフリー化、客室、そして、風呂などの内装改修でありましたけれども、コテージの新築であ

りますとか、あるいは空き別荘を宿泊施設に改修と、そういった事例もございました。この事業は、

観光立市のハード面の目玉でございますけれども、おおむね当初期待した結果を果たしたというふ

うに分析をしております。 

 補助金の申請者には、現在の宿泊の実績にあわせまして、施設を改修して３年後の目標の人数も

あわせて報告をいただきました。その結果を御報告しますと、現在の24件の合計の宿泊者の合計は

約12万6,000人でございます。それが、３年後の目標人数は15万5,000人という、そういう目標をい

ただきました。ですので、増加人数で２万9,000人の増加、そして、率にしますと23％アップ、こ

れがこの24件の方々の計画でございます。ですので、この効果の検証というのが、まさに今からの

課題でありますけれども、ことし初年度に申し込みをいただいた宿泊施設は、いずれもそれぞれの

地域で非常に意欲的に経営していらっしゃる施設ばかりでございますので、さきに上げた、今上げ

ました２万9,000人の宿泊客の増加というのは達成してくれるというふうに期待を大きく持ってお

ります。 

 次に、大手ホテルチェーンの郡上進出でございます。 

 これにつきましては、今まで幾つかの情報がございましたけれども、現在、現時点で具体的に進

んでいる案件は、私たちが知ります限り、先般報告しました大和町道の駅の隣接のホテル建設のみ
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でありまして、市としても非常に大きい期待を持っております。 

 このホテルの建設によりまして、やまと道の駅は、食事の提供、あるいは温泉の利用で大きな恩

恵を受けるということが期待できます上に、市全体としましても、外国人観光客がまとまった人数

で宿泊ということを目指しておりますので、そうなりますと、市内全域での観光施設の入館あるい

は土産物の購入、そして、年間通して体験メニュー参加者の増加などといった効果を期待をしてお

ります。 

 そして、このホテルを世界最大のホテルオペレーターでありますホテルマリオットインターナシ

ョナル、このブランドを生かしたホテルでございます。ですので、顧客のターゲットは、全世界に

約１億人と言われますけれども、そのマリオットホテルの会員を中心に集客をすると、そういう計

画でございますので、郡上のほかの宿泊施設の顧客層とはかなり異なるというふうに我々は思って

おります。ですので、既存の宿泊施設との競合は余りないというふうに考えてございまして、さら

にお客さんにとっても郡上で宿泊する場合の選択肢がふえるという、そういったこともあると思っ

ておりまして、その面でも期待をしております。 

 以上でございます。 

（13番議員挙手） 

○議長（渡辺友三君）  上田謙市君。 

○１３番（上田謙市君）  それぞれお答えをいただきました。 

 市外業者のホテル進出ですけれども、いただいた資料の一文ですが、建設予定業者の事前調査で

は、この郡上市にそうしたホテルをつくることのＡ評価をコンサルタントから得ているというよう

なことで、副市長からもお話がありましたけれども、まだまだ郡上市へ訪れてくださる方の宿泊に

関しては可能性のある分野であると。郡上市内には、ホテル、積翠園、旅館、そして、民宿あるい

は民泊、農泊、いろいろ他分野に分かれますけれども、この宿泊をされる方の多様化を求める、そ

うしたことに対応しながら、それぞれが差別化を図っていけば、共存共栄はできるのであろうとい

うふうに思っております。それぞれの業者の方の自助努力といいますか、そうした頑張りも期待し

たいというふうに思います。 

 次に、歴史的建造物の有効活用と市民主体の保存活動についてお尋ねをいたします。 

 八幡町市街地の旧越前屋は、明治初期に建てられた大規模な町家づくりの建築物で、平成19年に

登録有形文化財に指定をされ、その後、空き家になったことから、平成27年に郡上市が土地開発基

金で購入をして、特に、夏の観光シーズンには、臨時の立証実験の場として活用をされております。 

 また、今月３月ですが、郡上八幡を発祥の地として全国に広まった、このスクリーン印刷に関す

る催事が行われております。その旧越前屋を歴史的建築物として保存、復元する計画が実施されよ

うとしておりますが、今後の活用に向けた方針などはどのようであるか、お尋ねをいたします。 
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 そして、もう１点は、今後の八幡町市街地では、大型建造物の空き家が増加することが想定をさ

れるわけですが、これまでのような郡上市や郡上八幡産業振興公社による取得は困難であろうとい

うふうに思います。今後の方策としては、例えば、滋賀県の長浜市の第三セクター黒壁のような市

民が主体となった保存活動が、その選択肢の一つであろうかなとも考えますけれども、今後の保存

活動の方策をどのように考えているか、お尋ねをいたします。 

○議長（渡辺友三君）  それでは、答弁を求めます。 

 市長公室付部長 置田優一君。 

○市長公室付部長（置田優一君）  それでは、お答えをさせていただきます。 

 旧越前屋の改修の基本方針につきましては、まず第一に、本建物は当時の暮らしぶりを今日に伝

える貴重な歴史的建造物であり、長い時間をかけて形成をされた八幡市街地を構成する重要なラン

ドマークでもありますので、この建造物をかつての状態に極力復元をして保存することにより、町

家の魅力と価値を後世にしっかり伝えていくということをまず１つ目の基本方針とさせていただき

ました。 

 そして、もう一つ、市民活動や市民の新規事業を育てる機能を付加することを２つ目の基本方針

としています。 

 具体的には、土蔵や空き部屋を工房とかアトリエに貸し出すとともに、旧店舗部分については、

チャレンジショップ等としての活用を図り、起業を目指す市民の方の後押しをしていきたいという

ふうに考えています。 

 また、観光客へのサービスや地域のコミュニティーの造成につながる、そうした機能についても

盛り込んでいくということにしております。 

 それから、次に、市民主体による空き家の保存活動の方策についてでございますが、市では平成

27年度から一般財団法人郡上八幡産業振興公社に委託をして、八幡市街地空き家利活用推進事業を

実施しておりまして、空き家の借り受け、改修、貸し出しによる空き家の解消と利活用に努めてお

ります。しかしながら、近年は、大方の空き家物件も発生しておりまして、議員が言われるように、

今後も増加することが予想をされています。 

 こうした大規模な建造物が空き家になりますと、まちづくりに及ぼす影響が懸念されますが、市、

それから、産業振興公社ともに財政的には限度があり、関与できない場合が想定をされます。また、

八幡市街地には、空き家問題のほかにも全体的な土地利用とか空洞化対策とか、それから、駐車場

を含む交通体系の整備とか、防火・防災、除雪の対応、地域コミュニティーの維持・形成といった

多くの課題が山積をしております。 

 八幡市街地におきましても、今、議員からお話がありました長浜市の黒壁の取り組みのように、

市民みずからが創意工夫を重ねながら積極的に大方空き家のこの歴史的建造物の保全とか活用に参
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画する仕組みづくりについて、市街地全体の機運の醸成も含めて推進をしていく必要があるという

ふうに考えております。 

 また、越前屋の改修の基本方針、これを具現化していくためには、持続的に地域の価値づくりの

発信とか、八幡市街地における諸課題をトータル的にマネジメントする、そうした組織が求められ

ているというふうに思っています。今後につきましては、改修後の旧越前屋の中核機能について主

要な役割を担い、八幡市街地におけるまちづくり全般を主導する、そうした法人のあり方につきま

して全国の先進事例などから、研究・検討を進めていきたいというふうに考えております。 

（13番議員挙手） 

○議長（渡辺友三君）  上田謙市君。 

○１３番（上田謙市君）  ただいま御答弁のあった方向でひとつ推進をお願いをいたしたいと思いま

す。 

 最後の質問です。「未来への投資」で整備した施設等を活用したまちづくり活動と平成31年度か

らの財政運営についてお尋ねをいたします。 

 予想される大きな地震に備えるための学校施設の耐震化や新築が完了した後、郡上市歴史資料館

や産業振興拠点施設、長良川鉄道、郡上八幡駅舎修復など、基盤整備への投資が推進されてまいり

ました。それは、日置市長が言われる未来への投資のハード面であろうと考えます。今後は、それ

らの施設を活用する民間のグループや団体が主体となった活力あるまちづくり活動が肝要であると

考えます。 

 市長が言われるこの未来への投資のソフト面とも言える住民自治を醸成する事業や施策をどのよ

うに立案し推進するお考えであるか、お尋ねをいたします。 

 そして、合併15年目の本年度で普通交付税の算定がえ特例であるとか、合併特例債の使用期限が

終了するわけであります。先般示されました郡上市財政中期試算によると、平成31年度からの財政

は、財政調整基金などの基金活用や普通建設事業の縮減などを余儀なくされ、厳しくなることが予

想されますが、この財政運営の将来見通しについては市長はどのようなお考えであるか、お尋ねを

いたします。 

○議長（渡辺友三君）  上田謙市君の質問に答弁を求めます。 

 市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  お答えをいたしたいと思いますが、ただいまお話がありましたように、平成

29年度、28、29にかかった事業もありますけれども、これからの郡上市のいわば地域づくりを進め

ていくための施設として郡上市の産業プラザであるとか、あるいは歴史資料館あるいは29年度の

４月でしたけれども、八幡の駅舎のオープンであるとか、そのほか叺高原のクラブハウスであると

か、あるいは美並まん真ん中広場の人工芝生化であるとか、こうしたハードの施設を進めてまいり
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ました。 

 これは、ハードの施設の整備が目的ではなくて、まさにこれを使って、どうこれから地元の皆さ

んに活動してもらうか。産業、事業を起こしていっていただくかということになるわけでございま

す。 

 産業プラザにつきましては、幾つかの関連団体が入居をするわけですけれども、こうした関係の

機関、団体が一層連携をして、効果的な郡上市の産業おこしができるように、そうしたもののつな

ぎ役といいますか、そういう意味で郡上市産業支援センターというソフトの組織をつくっていきま

すので、このソフトの組織を中心にして、郡上市の中小の事業者の皆さんあるいは観光、あるいは

定住、移住希望者、こうした皆さんの需要に応じていきたいというふうに思っております。 

 また、歴史資料館につきましては、これも単に文書を保存していくということでなくて、ぜひ郡

上市にはいろんな歴史研究のグループ、諸グループもございますし、文化財保護の関係者や、ある

いは郷土史家の皆さんとか、いろんな方がいらっしゃいますので、ぜひひとつ郡上市の歴史研究等

の、あるいはそういうものを広めていくための諸活動の拠点としても、余りそういう部分は広くは

ございませんけれども、ぜひ活用してもらいたいというふうに思っております。 

 また、先ほど申し上げました郡上八幡駅の改修につきましても、現在、産業振興公社にその運営

を委託しておりますが、こうしたところを中心にいろんな地域経済活動に携わっている人たちも、

ここまさに鉄道の駅であるとともに、道の駅でもあるというような形で、ああいう広場なんかを使

って活用したものをやってもらいたいと、事業をやってもらいたいというふうに思っております。 

 また、スポーツ施設につきましても、先ほど来、副市長のほうからも答弁をしておりましたが、

こうしたスポーツ施設を使って、郡上市のスポーツツーリズムというようなものが振興していける

ように、このためには、単にこうした公的施設の管理だけではなくて、これに関連をする宿泊を営

んでおられる方や飲食を事業としておられる方々等さまざまな方が関連をいたしますので、そうし

た皆さんの協力を得て、こうした施設が効能を発揮していくように頑張っていきたいというふうに

思っております。 

 それから、30年度で今度新年度で御指摘のように合併特例債とか、それから、地方交付税の合併

算定がえ特例の特別なそういう期間が終了してまいるわけで、平成31年度からは、そうした特例の

特別の財政措置がなかなか期待できない時期に入っていくという意味では、厳しい時期に入ってい

くというふうに思っておりますけれども、そうした中で、財政の健全性を確保しながら、しかし、

やるべきことはやっていかなければいけないというふうには思っております。 

 ただ、市民の皆様方にも理解をしていただきたいのは、これまでそうした財政の特別措置によっ

て、郡上市は特に今後の投資的事業の規模というものは、これまでここ数年を見ましても岐阜県の

中で絶対額の規模としても相当大きくやってまいりましたし、例えば、人口１人当たりといういう
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ような形での普通建設事業というような形の投資規模で見ますと、ほとんど県内で１位とか２位と

かというような建設事業をやってまいりました。しかし、そういう特別の財政措置が期待をできな

い時期に入っていく中では、ある程度そうしたものは、やはり規模を抑制せざるを得ないというふ

うに思っております。 

 無理をして、交付税措置のない起債をどんどん出していくというような形になりますと、また、

再び実質公債比率が非常に上がることによって、それぞれの年度の財政運営を苦しめるということ

になりますので、その辺のところは市の全体の財政の姿というものをお示しをしながら、市民の皆

さんにも御理解をいただいていきたいというふうに思っております。 

（13番議員挙手） 

○議長（渡辺友三君）  上田謙市君。 

○１３番（上田謙市君）  欲張ってたくさん質問事項を盛り込みましたので、答弁をいただいた方々

には、十分な答弁の時間がなかったかもしれません。おわびをしながら、以上をもって私の一般質

問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（渡辺友三君）  以上で、上田謙市君の質問を終了いたします。 

 それでは、ここで暫時休憩といたします。再開は11時05分を予定いたします。 

（午前１０時５４分）  

──────────────────────────────────────────── 

○議長（渡辺友三君）  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

（午前１１時０５分）  

──────────────────────────────────────────── 

◇ 田 中 康 久 君   

○議長（渡辺友三君）  ６番 田中康久君の質問を許可いたします。 

 ６番 田中康久君。 

○６番（田中康久君）  議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして一般質問を行

います。 

 この前、八幡町のある喫茶店に行きましたら、八幡の方ではないんですが、市内の知り合いの方

と出会いました。その方、いつもすごく元気な方で、いつも声をかけてくださって、家族のことと

か、いろんな話をしてくれる方なんですが、その方も非常にお会いしたときは元気がなくて、見た

感じも少しやつれられたイメージを持ちました。お話を聞いてみると、御家族の中に認知症になら

れた方がみえて、その方の介護をしてみえると。その中で久しぶりに、きょうは喫茶店に来たんだ

というようなお話をされました。 

 そういった方々といろんなお話をさせていただきまして、何とかそういう思いに応えていただく
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郡上市であってほしいという思いを込めて、１点、認知症の方に、その家族に優しいまちづくりと

いう質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 １点目、高齢者等の安心・安全ネットワークの仕組みづくりについてであります。 

 厚生労働省によると、65歳以上の高齢者では、７人に１人程度が認知症とされており、また、認

知症の予備群となる軽度認知障がいをあわせると、65歳以上の４人に１人の割合に達すると推計を

されています。 

 認知症は、年齢を重ねるごとに発症する可能性が高まるため、今後も認知症の人口は、増加し続

けることが予想をされています。 

 市内でも要介護認定者において、認知症の日常生活自立度の判定が２以上の方の人数は、平成29

年度で1,528名であり、この５年間の推移を見ると、年間で約90人のペースで増加をしています。 

 また、85歳以上の方で見ると、要介護認定があり、認知症、自立度２以上の方は1,096人で、85

歳以上の方のうち約32％、３人に１人の方に認知症の症状があると見られています。今後の長寿化

傾向や85歳以上人口の推移を見ても、認知症の症状がある方の増加が本市でも見込まれています。 

 認知症によって引き起こされる行動の一つとして、場所や時間の見当がつかなくなり、自宅に戻

れなくなる徘回というものがあります。こうした徘回高齢者等が行方不明になった場合に、ネット

ワーク機関が連携して情報を共有し、早期に発見して安全に帰宅していただけるような仕組みづく

りが各地で行われております。 

 徘回のおそれのある高齢者等の名前、特徴や写真などの情報を御家族や御本人の同意を得て、Ｓ

ＯＳネットワークに事前登録することで、行方不明時などの緊急時に関係機関への情報発信が速や

かに開始される仕組みであります。 

 また、徘回のおそれのある高齢者等を介護する御家族に対してＳＯＳネットワークの流れなどに

ついて事前に説明を行うことで、負担の軽減を図れるといった効果も期待されるものであります。 

 まず、認知症の方々の安心と御家族の安心のためにこういった仕組みづくりについての御所見を

健康福祉部長にお尋ねをいたします。 

○議長（渡辺友三君）  それでは、田中康久君の質問に答弁を求めます。 

 健康福祉部長 丸茂紀子君。 

○健康福祉部長（丸茂紀子君）  それでは、お答えしたいと思います。 

 まず、今、議員のほうも市内にみえる認知症のある方の数字を上げられましたけど、今、市内の

認知症の状況につきましては、現在、要介護認定を受けてみえる方は約2,500人みえます。その中

で主治医の意見書というのがありますが、その中で認知症の症状、２Ａというようなところ、これ

は、認知症の日常生活自立度が１から段階的に７段階ありまして、１の次に軽いというところです

が、その２Ａというところで、日常生活に支障を来すような症状とか行動があっても、それが家庭
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外であっても、誰かが注意していれば自立できるという程度のものを２Ａといいますが、その２Ａ

以上の記載のある方は2,500人の方のうちの約1,800人ぐらいみえます。 

 国の研究から得られました認知症の有病率の推計値を用いて計算しますと、市内の認知症高齢者

は約2,200人、軽度の認知障がいの人ということは、約1,900人と大体推計をしております。 

 その徘回の症状のある方の数はなかなか正確に把握することはできませんが、郡上警察署で今年

度、４月から２月末までに保護された方のうちで11人は認知症の疑いがあったと聞いています。認

知症高齢者の徘回の対応については、万が一行方不明になった場合に、早期の保護と安全の確保が

当然求められます。そのための仕組みづくりといたしまして、議員が言われましたように、そのＳ

ＯＳネットワークの取り組みというのが県内でも広がりつつあります。これらのネットワークの多

くは事前のその高齢者の情報を登録しまして、その情報を協力者とか協力機関が共有しまして、万

が一のときにその情報をメール等で一斉配信することで捜査等の協力を求めるものでございます。 

 このＳＯＳネットワーク事業につきましては、今、中濃圏域において、行政、社会福祉協議会、

警察署が連携した取り組みの準備が進められております。本日、郡上市におきましても、中濃地域

行方不明高齢者等ＳＯＳネットワーク事業の受信に関する協定締結式が行われる予定であります。 

 本協定は、中濃地域の郡上市を含めた13市町村と13の社会福祉協議会、４つの警察署が市町村域

を超えた枠組みの中で情報を共有して、緊急連絡であったりとか、支援体制を整備するものであり

ます。 

 郡上市の取り組みといたしましては、その徘回対策に特化したものではありませんが、平成27年

度から市内の事業所との間で高齢者等の見守り、連携協定を締結しまして、現在まで205事業所に

協力していただいております。 

 協定では、事業所の方が日ごろの業務の中で高齢者等の異変に気づかれた場合に、市とか警察な

どに通報していただくものでありまして、これまで19件の情報が寄せられ、適切な対応や必要な支

援に結びつけさせていただいております。 

 あとは、市内の各地区では、自治会であったりとか、民生児童委員さんを中心に、見守り活動と

か、社会福祉協議会などの組織としての見守り活動も行われておりますが、この事業所との見守り

協定は、それらを補完する緩やかな見守り活動であります。 

 見守りは、さまざまな関係者が情報を共有しながら、多層的に行うことが有効であると考えてお

ります。今後は、見守り協力者をさらに広げていくとともに、事業所等から通報があった場合に、

身元の特定などが迅速に行えるように、今、さまざまな見守りツールが開発されております。 

 例えば、高齢者の情報を登録したＱＲコードをつけたシール、そのシールを服とかかばん等に張

りつけたりとは、あとアームバンドのところで、その情報を入れたりというようなところで、やは

りいつものように近所を散歩するだけで戻ってみえるうちは安心なんですが、やっぱりその人の目



－１３９－ 

のつかないところに行かれたときに、どれだけ早く発見をさせていただくかということについては、

さまざまな今商品が開発されておりますので、やっぱりこういった商品の活用について、市といた

しましても、よりそのネットワークの強化という点では研究し、有効性があるものについては、そ

ういうのを使っていけたらと考えております。 

（６番議員挙手） 

○議長（渡辺友三君）  田中康久君。 

○６番（田中康久君）  市内でも約2,000名の方がみえるということで、その家族の方とか、親戚の

方とかを合わせると、多くの皆さんが心配をされているんかなというふうに思いますし、また、今

の徘回をされた場合にいち早く安全を確保することにつきましては、その安全の問題と同時に、認

知症の方々の人格とか人柄とか、そういったことが尊重できるような仕組みであったらなというこ

とを思いますので、そういった点も留意いただきながら進めていただければというふうに思います

ので、よろしくお願いをいたします。 

 続きまして、認知症事故賠償における公的救済の仕組みづくりについて質問をいたします。 

 事故もなく無事に帰宅されることをもし徘回された場合、願うばかりですけれども、全国では、

認知症事故で記憶に新しい裁判例では、認知症で徘回していた男性が電車にはねられ死亡したとい

う鉄道事故がございます。鉄道会社が、死亡した男性の介護をしていた妻と子どもに対し振りかえ

輸送費や人件費等の損害の賠償を請求した事件において、高裁までは家族の賠償責任を認めており

ました。しかし、最高裁は、高裁判決を覆し、同居の親族であるからといって、直ちに監督義務者

に当たるわけではないとして、賠償責任もないとの判断を示しました。 

 家族の負担に考慮したと積極的な最高裁の判決を支持する声がある一方で、この判決は２つの課

題を残したと言われております。１つは、家族の心身の状況や介護の実態によっては、賠償責任を

負うとの判断を示したために、懸命に介護をする家族ほど責任を負うリスクが大きくなり、介護放

棄につながりかねないという課題が指摘されております。 

 もう一つは、家族が賠償責任を負わない場合には、事故の被害者が救済されない、そういった課

題がございます。 

 この判決は、必ずしも列車事故だけに限定されるものではないというふうに思います。例えば、

監督義務違反で、高額な賠償が命じられた判決では、小学５年生が自転車で時速20キロから30キロ

メートルで走行中、歩行中の女性と正面から衝突し、その女性が頭蓋骨骨折等の重傷を負った事件

で、事故当時11歳であった小学生自身には、責任能力がないとして、小学生の母親の監督義務違反

を認め、母親に約9,500万円もの損害賠償を認めた裁判例があります。 

 注意したいのは、通常の事故の場合には、損害賠償を請求する側、つまり被害者側が加害者の故

意または過失を立証、主張しなければならないのに対し、無責任能力者が事故を起こした場合、そ
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の監督義務者については、みずからの監督義務を怠らなかったこと、または、監督義務を怠らなく

ても損害が発生すべきであったことを立証しない限り、損害賠償責任を負うということであります。 

 したがって、監督義務者は、責任無能力者の現に行った行為に対する具体的な予見可能性がある

とは言えない場合でも、それが監督義務を怠ったことにより生じたものである限りは、損害賠償の

責任を免れません。認知症の方の高齢者等を持つ御家族は、常に損害賠償のリスクと隣合わせにあ

る状態にあると言えるのではないかというふうに思います。 

 そこで、昨年11月に、神奈川県大和市では、認知症の方が事故や相手にけがを負わせたり、物を

壊したりしたときなどに発生した損害賠償を保険で賄う制度を全国初で創設をしました。 

 大和市の仕組みでは、市が民間保険会社の個人賠償責任保険と契約し、先ほど申し上げた徘回高

齢者ＳＯＳネットワーク登録者を被保険者とするもので、認知症の人に損害を与えられた被害者に

賠償金が出るだけでなく、認知症の方がけがをした場合でも、傷害保険金が最大３億円まで補償さ

れる仕組みであります。 

 市と民間保険会社の特約もそれほど高額なものであるとは聞いておりません。認知症の方、その

御家族が安心して生活できる地域であるために、そして、市民誰もが認知症に、そして、認知症の

家族になり得る可能性のある中で、市民の皆さん、全体の安心のために、そして、市民の皆さんの

悩みに寄り添う温かい郡上市づくりの象徴として、認知症事故賠償の公的救済の仕組みづくりに郡

上市も取り組むべきだと考えます。市長の御見解をお聞きいたします。 

○議長（渡辺友三君）  それでは、答弁を求めます。 

 市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  お答えをいたしたいと思いますが、今御指摘がありましたように、認知症の

方を介護、看護しておられます御家族の皆さんの日ごろの御苦労というのは、大変なものだろうと

いうふうに思っております。 

 そういう中で、万一徘回等をされた方が外へ出られて、何らかの形で第三者の方に損害を与えら

れたというようなことになった場合に、それを一体どうするかと、こういうことであろうかと思い

ます。 

 先ほど例にだされました、大府市のケースは、その認知症で徘回をされました方がＪＲで御自身

も亡くなったんですけれども、列車がおくれて、いろんな手配をしなきゃいけないというようなこ

とで、ＪＲ東海から720万円の損害賠償請求を受けたというケースであったようです、看護してお

られる御家族の方がですね。 

 それで先ほどのような一審、二審、最高裁といって、最終的にはこのケースの場合は、賠償責任

がないという判断をされたものですけれども、御指摘のように、場合によってはあり得るというこ

とですし、ない場合は、もし仮にＪＲ東海の場合は、大きな組織ですが、個人で被害を受けられた
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方に今度は看護義務者のほうに賠償責任がないというふうになると、何の賠償もしてもらえないと、

こういうことでありますので、非常にそういう意味でこうした不安を抱える社会の中で、先ほど御

紹介をされた大府市のような、ごめんなさい、大和市ですね。まず神奈川県の大和市でのお取り組

みというのは、一つの非常に私どもも注目すべき取り組みだろうというふうに思っております。 

 お聞きをいたしますと、先ほど御指摘のように、３億円を限度にいたしまして、これは、一般の

民間の保険会社の一つの商品としての保険に、市として全額公費でもって一定のその徘回、特にそ

ういう可能性のある方々のネットワーク事業ということで登録をしておられる一定の方を限定をし

て、そして、そういう保険に入っておられると、市の保険料負担によって入っておられるというこ

とであります。 

 いろいろと聞いてもらったんですけれども、おおむね二百数十人の方が対象になっておられて、

保険料は１年間に１人当たり１万円ということだそうでございます。そういうケースでありますし、

また、これに次いで、今、平成30年度の予算に審議中だそうでございますが、先ほどのその問題の

発端ともなった愛知県の大府市でも同じような公的なそういう保険料を負担をしてということのよ

うでございますが、大府市の場合は、先ほどのそうした賠償の限度額が１億円というふうに設定を

されて、そういう保険の種類だそうですが、それから、また、御本人が損害受けられた場合の保険

というのは入っていないようで、第三者に与えた保険事故の場合だけということのようでございま

して、保険の種類がちょっと違いまして、大府市さんの場合は、保険料は、年額１人2,000円とい

うような保険のようでございます。 

 こういう保険をやはり全額公費負担によって市民の皆さんの不安を取り除くということは、これ

からのこういう高齢社会の中で非常に認知症の方が先ほども御紹介があったように、出現する確率

も高いですし、そういう中で、一つの公的サービスのあり方かなというふうにも思っております。 

 今、お聞きをしますと、こうした保険方式のほかに、神戸市においては、保険に加入をするとい

うことでなくて、一定の方がそういうケースがあった場合に、一定の限度額で救済の給付を直接市

がするという。それで市がまだ未確定ですけれども、おおむね自賠責等の限度額と同じように

3,000万円程度を市がそういうケースに遭われた方々を救済するために公費給付方式といいますか

ね。そういう形で検討をしておるというようなことが伝えられておるところでございます。 

 こうした取り組みが進められておりますし、また、この問題については、例えば、全額公費でも

し保険に加入する場合に、やるべきか、あるいは一定のそういう対象になる方の若干の負担も求め

て、そういう保険に入るかとか、市がまとめて入るか、あるいはそういう保険に入られる方に一定

の保険料の助成をするという方式もあるかもしれません。そのようなことでありまして、こうした

点について、郡上市としてもよく研究をしてまいりたいというふうに思っております。 

（６番議員挙手） 
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○議長（渡辺友三君）  田中康久君。 

○６番（田中康久君）  神戸市の仕組み、今、市長から御紹介されましたけれども、神戸市の仕組み、

私もちょっと勉強したんですけれども、非常に事務手続というか、大都市神戸ならではの職員の皆

さん方のマンパワーとか、例えば専門性とか、そういった部分が非常に必要になってくるのかなと

いうことを感じました。確かに神戸の今審議されていると思いますけども、やり方というのは、非

常にすぐれている部分ももちろんあって、救済の度合いという部分が多分広がるんですけれども、

職員の皆さんとか行政の皆さんの負担がなかなか大変かなということを印象を受けております。 

 大府市の今検討されている問題と大和市のことについても市長から御紹介いただきましたけれど

も、いずれにせよ、そういったことに行政が踏み込んでいくということは、今までは余りなかった

かもしれませんけど、今後のこの高齢化社会の中にあって、まさに市長がおっしゃった新たな公的

サービスの仕組みとして、また、市民の皆さんの本当に安心・安全を郡上市がつくっていくんだと

いう、そういった力強い応援にもなっていくと思いますし、本当に介護をされてみえる方々の応援

になるんじゃないかというふうに思いますので、ぜひ今のような前向きに多分検討されていただく

と思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 今、神戸市のお話を市長も私もさせていただきましたが、ちょうど多分この議会だと思いますけ

れども、神戸市のほうでは新しい条例を今制定に向けて取り組んでいられるそうです。その条例は、

私も表題に掲げさせていただきました「認知症の方に、その家族にやさしいまちづくり条例」とい

う条例を神戸市では審議されています。これは恐らく多分全国で初めての条例になるんじゃないか

なと、可決されれば条例になるんだろうかなと思っていますけれども、その中で、先ほど市長もお

っしゃいました、健康福祉部長も市長もおっしゃいましたけれども、やっぱりこの認知症の問題と

いうのは、誰もが認知症になる可能性はあるし、誰もが認知症の家族になる可能性もある。市民一

丸となって、こういった問題に取り組んでいかなくちゃいけないという性質を持ったものだという

ふうに思います。 

 そこで、本市が認知症の方にその家族にやさしいまちづくりを内外に宣言して、市民一丸となっ

て取り組んでいくために予防や早期介入、認知症に関する医療、介護の体制の整備の一層の推進、

また、特に、今年度予算で人員確保に至らなかった認知症の初期集中チームの充実、そして、地域

での認知症サポーターの均等的な充実及び認知症カフェの啓発、そして、今、お話しました事故賠

償の公的救済などを盛り込んだ条例を整備することは意義があるというふうに考えますが、市長の

御見解をお聞かせ願います。 

○議長（渡辺友三君）  答弁を求めます。 

 市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  まさに御指摘のように、その神戸市でこうした神戸市認知症の人にやさしい
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まちづくり条例というようなものが今準備検討されているということというふうに私も承知をいた

しております。 

 そして、先ほどのまだ保険制度のほうは二番手になられたわけですけれども、先ほどの愛知県の

大府市においては、昨年の12月に大府市認知症に対する不安のないまちづくり推進条例という条例

を、これまた制定をされておりまして、ことしの４月１日から施行をされるということのようでご

ざいます。これらの条例は、その認知症というものに対する、ことに対する正しい理解や、どのよ

うに認知症の方々を、あるいはその家族に不安のない生活を送っていただくとか、個人の尊厳であ

るとか、そうしたことに対する基本的な理念を定めるということと、それから、市や事業者や市民

や、そうしたそれぞれの立場における責務であったり、あるいは、市においては毎年度どんな形で

取り組むかというようなことについての基本姿勢を、基本的なことを定めようとするもののようで

あります。 

 郡上市においても、この認知症に対する対応は、先ほど健康福祉部長が申しましたように、見守

り制度であるとか、それから、市民の皆さんの中でもいろんな自発的なカフェの開設であるとか、

その他もろもろのことを取り組んでおっていただきますし、そうしたサポーターとしての御協力で

あるとか、いろんなことがございます。そういうことがありますので、決して他の都市に比べて著

しく進んでいないとも思っておりません。 

 ということでありますが、条例を定めるということは、今回の男女共同参画推進条例でもそうで

すし、自治基本条例や議会基本条例でもそうですし、みんなでやらまいか郡上のああいう条例もそ

うですが、いわば市、あるいは全市を挙げて取り組むということについて、みんなで意思を一致さ

せていくということ、あるいは、行政においてはきちっとそうしたやるべき責務を位置づけて前へ

進めていくという意味で意味があることだとは思います。 

 がしかし、片一方そうしたことについては、市民の皆さんの盛り上がりであるとか、あるいは、

そうしたことに対する、これが条例がなくても既に取り組んでいるいろんな実績であるとか、そう

したことの積み上げがある程度は必要で、いきなり条例改正と、条例という設定という形で、それ

だけ取り組んでいいというわけではないというふうに思っております。 

 したがって、今回、提起をされましたこうしたことについては、やはり郡上市がこれから迎える

高齢社会の中で、こうした認知症あるいは場合によっては、認知症だけではなくて、他の障がいを

持たれる方に対しても、あるいはそうした方を抱えられる家族に対してもやさしいまちづくりとい

うような範囲を広げて考える必要もあるかもしれませんし、まずは、認知症というものに対する郡

上市の取り組みということでもいいのかもしれませんが、いずれそうしたことを含めて、やはり市

民の皆さんといろいろと意見交換をしたり、そうした思いを、お互いに語り合いながら、一つのそ

うした体制をつくり上げていけるような道筋をやはりたどりながら取り組んでいきたいなというふ
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うに思っております。 

（６番議員挙手） 

○議長（渡辺友三君）  田中康久君。 

○６番（田中康久君）  最初にお話しましたネットワークの部分と、それは取り組まれるということ

ですけれども、ネットワークの部分と、先ほど申し上げました事故賠償の仕組み、そして、この条

例という部分は、ある意味ではセットとなって、これで市民の皆さん方、例えばそれが一方ができ

れば、一方も上がっていくと。一方もできれば一方も上がっていく。相互に相乗効果をもたらすも

のであると思いますので、そういったことも考えていただきながら進めていただきたいですし、特

に条例を整備することが、すなわち市民の皆さんの安心に即つながるかという問題でもないと思い

ますので、それぞれ３つが一体となって進んでいくことが大切だというふうに思います。 

 きょうも観光立市のほうでいろんな議論がございましたけれども、この前、福祉関係者の皆さん

方とお話を聞いていたときに、もっと福祉やってくれよと。何で観光立市なんだよというようなお

話も、意見をいただきました。 

 ただ、私はそのときに、先ほどの一般質問、市長の答弁じゃないですけども、観光立市というの

は、その特定の産業だけを中心に伸ばしていくものではないんだと。市民の皆さんが、この郡上に

生き生きと暮らしていくために、いろんな分野で取り組んでいくもんだというようなお話をさせて

いただいておるんですけれども、まさにこういった市民の皆さんの悩みに直接寄り添って、心触れ

る、そういった施策を進めていただけるということも、また、私自身も進めていきたいですし、ま

た、市長も進めていただけるということを確信しておりますので、それぞれ真摯に前向きな答弁を

いただきましたので、時間は余りましたけれども、これで質問を終わらせていただきます。どうぞ

よろしくお願いをいたします。ありがとうございました。 

○議長（渡辺友三君）  以上で、田中康久君の質問を終了いたします。 

 昼食のため暫時休憩といたします。再開は、午後１時を予定いたします。 

（午前１１時３５分）  

──────────────────────────────────────────── 

○議長（渡辺友三君）  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

（午後 ０時５８分）  

──────────────────────────────────────────── 

◇ 清 水 敏 夫 君   

○議長（渡辺友三君）  17番 清水敏夫君の質問を許可いたします。 

 17番 清水敏夫君。 

○１７番（清水敏夫君）  17番 清水でございます。ただいま議長さんから御指名をいただきました
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ので、通告に基づきまして３点について質問をさせていただきます。 

 市長さんには、全質問についてよろしいですと言っていただければよろしゅうございますので、

どうかよろしくお願いをいたします。 

 まず、最初の質問でございますが、市民の足ということで公共交通の白地のところの解消策とい

うことで質問をさせていただきたいと思います。 

 この件につきましては、さきに一般質問の通告の折に、市内の空白地というところは、どんなと

ころがあるのかなというようなことを質問したいということで、できれば地図にお示しをというこ

とをさせていただきましたら、きょう早速に事務局のほうで公共交通空白地域という形で市内全域

の部分について図でわかりやすく示していただきましたことにつきましては、まずはお礼を申し上

げます。ありがとうございました。 

 そこで、ここにもございますように、自治会単位で言いますと、10地区の10地域の自治会におい

て公共交通の空白地域があるということは、これによって私も知ることができましたが、平成30年

の市長の施政方針の中でこの交通対策につきましても、新たにバスルートの変更とか、あるいは新

規の停留所等を設置して、順次空白地の解消を図るというふうなことが表明をされておりましたの

で、この空白地の捉え方と、またことしの対策等につきまして、まずは部長さんから回答をいただ

ければと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（渡辺友三君）  それでは、清水敏夫君の質問に答弁を求めます。 

 市長公室長 三島哲也君。 

○市長公室長（三島哲也君）  それでは、お答えします。 

 まず、公共交通空白地でございますけど、少しこの図面に基づきまして説明をさせていただきた

いと思います。 

 まず、公共交通の空白地の定義のところでございますけど、この図面の右の四角で囲ってあると

ころがございますけど、定義としましては、市民の居住地ですから、市民が住んでいるところから

バス停がございますので、バス停までの高低差のことを言いますけど、ここで言うところの勾配と

いいますが、10％以上ある場合は自宅からバス停までの距離は300メートル以内、10％未満の場合

は500メートル以内、それから、長良川鉄道の場合の駅につきましては、駅から1,000メートル以内、

これについては勾配等は勘案しておりません。居住している人口の割合が85％未満の自治会を公共

交通空白地と、そういうふうな定義になっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。こ

れが正式名は駅・バス停勢圏人口カバー率といいまして、人口カバー率というふうなところで表現

をしておるところでございます。郡上市全体の人口カバー率については96.5％というのが現在の状

況でございます。 

 10の自治会につきましては、下の表にございますように85％未満の自治会の数というところで八
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幡地域２、大和地域３、白鳥地域１、高鷲地域２、それから、美並地域１、明宝地域１、和良地域

は０ということで10カ所ということになっております。 

 詳細につきましては、下段に地域名は書いてございますし、集落名も書いてございますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 それで、これの解消に向けた取り組みというところもよろしいですね。この解消に向けた取り組

みでございますけど、平成30年度につきましては、八幡町の２地域について解消に取り組みたいと

いうふうに思っております。 

 ２つ目につきましては、八幡町の西乙原地域というところでございます。ここにつきましては、

相生地域で運行しております自主運行バス、相生線を西乙原地域へルート変更する方法を考えてお

るところでございます。現行の相生線のルート変更によりますカバーしたいというものが１点目で

ございます。 

 ２点目につきましては、八幡町の亀尾島地区のところの解消方法を考えております。これは、手

法としましては、現在、小那比地区で運行している小那比ジャンボタクシー、これをモデルとして

地元に乗り合い組合のものをつくっていただき、タクシーを活用した乗り合いシステムを構築する

方法を考えております。現在、いずれも地元との協議、それから、今後は公共交通会議での承認、

それから、運輸局の手続を経て、ことしの10月ぐらいには運用の開始を目指したいというふうに考

えております。 

 また、その他にも30年度でございますけど、ルート変更をすること、あるいはバス停などを多く

設置することによって、空白地の解消であるとか、利便性の向上、そういったことも30年度には取

り組んでいきたいというふうに思っておるところでございます。 

 31年度以降につきましては、今、決まっておるところが大和町の大間見地域でございますけど、

ここは道路改良をただいましておりますので、道路改良が完成後、ルート変更を行いまして、その

解消をしていきたいというふうに思っています。 

 他のところにつきましても、今後、地域と協議を行いながら、既存路線のルート変更であるとか、

あるいは地域主体の運行形態の創造・創出、そういったものを協議しながら解決策を検討していき

たいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

（17番議員挙手） 

○議長（渡辺友三君）  清水敏夫君。 

○１７番（清水敏夫君）  部長どうもありがとうございました。よく承知をできました。 

 その中で、この今の空白地域については、順次検討をして改善をしていくということで安心をし

ましたが、一つ考え方、定義の中で、勾配と、それから、停留所への距離ということが基本にある

というふうに伺いましたが、それには該当しないけれども、これを第１次空白地域とすれば、第
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２次空白地域といいますか、準空白地域といいますか、例えば、私の近いところで言うと、八幡町

の市島地区というのがございますが、川を挟んで左側には、こっちから行くと国道472号が、せせ

らぎ街道が通っていまして、右側には、県道有穂中坪線というのが通っているわけですが、その中

ほどから、市島の中ほどから以南、田尻の辺までが要するにバス路線になっていないということか

ら、せせらぎ街道のほうへ出ていくにも距離は短いんだけども、結構時間がかかったり、お年寄り

にしてはなかなか買い物なんかして、また、荷物を帰りに持ってくるということと、含めて大変だ

ということと、高齢者ばっかりのところもありますし、家族で住んでいても後継者がいても、なか

なか昼間はお家にいないもんですから、どうしてもお年寄りの人が自分で何か行動を起こさんにゃ

いかんというふうなことがありまして、また、そういったところも今の郡上市の地域交通公共交通

網形成計画ですか。そういったところでも議論はされているんだろうと思いますが、わりかし近い

ところでも、いわゆる山間地じゃなくってもそういう交通難民と言われると、ちょっと強い言い方

になりますけれども、そういった人たちの今後本当に課題もあるということで、私たちの主催する

議会報告会等へもそういった声が市島に限らずあるというふうに思いますので、その辺のことにつ

きましても、早急に対策をあわせて、この交通網形成計画ですか。そういったところで議論をして

いただき改善の方向がしていただきたいというふうに念願するわけですが、その辺につきまして考

え方をお伺いしたいと思います。 

○議長（渡辺友三君）  市長公室長 三島哲也君。 

○市長公室長（三島哲也君）  この公共交通の空白の設定の考え方ですけど、特段決まっておるわけ

ではございません。郡上市の場合につきましては、国交省のほうにガイドラインというのがありま

したので、それでバス停は500メートル、それから、鉄道は1,000メートルというガイドラインの上

で基準が示されておりますので、それを基準にしまして、実は今回、高低差を設けたのは、それだ

けではやはり十分でないというところがありましたので、高低差という考え方を入れさせてもらい

ました。 

 なお、今、議員が言われましたように、高低差だけでなしに、間に障がい物、川があるとか、そ

ういうことによって漏れておる地域も確かにございますので、そういった点は、今後の毎年見直し

を行いますので、もう計画地域とそういうところの協議をしながら、そういったところについてど

うやってカバーしていくかというところについては、よく検討をして、そういったところについて

もこれから協議もしていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

（17番議員挙手） 

○議長（渡辺友三君）  清水敏夫君。 

○１７番（清水敏夫君）  清水です。ありがとうございました。郡上市もこんな広大な地域ですので、
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課題もまだまだあるかと思いますけれども、順次解消に向けて、また御尽力をぜひお願いをしたい

というふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 ３番目は、公共交通ではございませんですけれども、既に御承知のように、市内には民間により

ます２つのタクシー会社がございまして営業をしておりましたが、既に廃業、もしくは廃業を予定

しているというふうな状況をお伺いしておりますが、市民の皆さんとか、あるいは観光立市を抱え

る郡上市への観光客の皆さんの足ということもあわせて考えた場合に、これから４月以降、当市に

おけるその民間のタクシー営業にかわるような何か対策が、その見通しがあったら、一応、新聞で

報道もされましたので一部は承知しておりますが、全体の流れをひとつお知らせをいただきたいと

いうふうに思います。よろしくお願いします。 

○議長（渡辺友三君）  市長公室長 三島哲也君。 

○市長公室長（三島哲也君）  八幡地内のタクシーの現状ということで説明させてもらいたいと思い

ます。 

 現在、先ほど２社ありまして廃業であるとか休業、そういったとこを今されて、報道は出ており

ますけど、現在でございますけど、白鳥町の白鳥交通が新たなタクシー免許を取得されまして、

３月１日から八幡町内を中心としたユニバーサルデザインタクシーを２台を運行をスタートされて

おります。 

 それから、廃業を予定されておりましたタクシー事業者につきましては、八幡町の八幡観光バス、

事業の継承をされるということになりまして、これにつきましては、継承のほうが順調に進んでお

りまして、４月以降も継続してタクシー事業が行うということが報告を受けておるところでござい

ます。 

 そのほかとしましてですけど、今回の公共交通網計画の中では、タクシー事業につきましても公

共交通というものを位置づけをして、交通空白地での地元組合によるタクシーの運行の支援、それ

から、観光分野での活用、そういったところを含めまして、将来にわたってタクシーを存続させて

いきたいなというふうに考えておるところでございます。 

 そういったところの具体的な支援としましては、30年度の予算ではユニバーサルデザインタク

シーの車両の購入助成、それから、運転免許取得費用への補助、そういったものを予算計上をして

おります。 

 また、市内の観光地をタクシーで周遊するプランの造成、それから、福祉施策との連携について

も関係機関と協議を進めていきたいというふうに考えておるところでございます。 

（17番議員挙手） 

○議長（渡辺友三君）  清水敏夫君。 

○１７番（清水敏夫君）  ただいま答弁いただきましてありがとうございます。タクシーにつきまし
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ては、特に町内の中でもお年寄りの方も心配しておられましたが、そういう形で市内の民間の業者

の方が継続してそれを引き継いでいこうというふうなことをお聞きしまして、大変安心をいたしま

した。また、市のほうもそれなりの支援もまたしていこうというふうなことでございますので、さ

らにさらによろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。 

 では、１番目の公共交通の空白地につきましては、以上で質問を終わります。 

 ２番目の質問に入らさせていただきます。タイトルは、新市建設計画事業のうち、31年度以降の

事業量と市財源の確保ということでタイトルにつけさせていただきましたが、新市建設計画という

のは、合併をしたときに一番最初のビジョンということでハード・ソフト面含めて立ち上げた計画

ですので、これは当初御承知のように、合併当時1,000億円という形で計画したのを記憶しており

ますが、その後、市の財政事情ともにらみ合わせながら700億円へ落した経過がございますし、さ

らにその後もまた再度計画を見直して、最終的に635億円、ちょっと表現が、数字が違っておるか

もしれませんが、そのくらいの規模に減額というか、予算規模を見直したという経緯がございます

が、既にことし30年度でもって合併特例債という事業も既に市長も言っていただいておるように終

了というような状況を迎えました。 

 1,000億円でスタート事業そのものは、事業を落したときでも、635億円に落したときでも、その

事業はやらないということではなくて、まずは繰り延べをしておこうというか、先送りというか、

継続して事業は残しながら、財源がやっぱり充当できないので、今はできないよという形の多分見

直しだったというふうに思いますので、その当時から見れば、15年たちましたので、この事業は、

やっぱり本当は、この郡上市としては必要ないだろうというふうな事業も当然あの1,000億円の中

には含まれていると思いますけれども、また、それとは別に新たに当時はなかったけど、この仕事

はやっていかんならんという仕事もまた、それぞれ出てきているというふうな状況の中で、今後、

残されたその市としてのこれから未来につなぐための市の事業として、いかほどのものが今残って

おるのかということを一つは抑えておきたいなということを思います。 

 それから、時間の関係でちょっとこれはまとめてお話したほうがいいかなと思いますけれども、

９月の昨年の定例会のときに、やはり僕が一般質問で財政の質問をさせていただいた折に、31年度

以降の合併特例債に変わるような郡上にとって一般単独債ではなかなか対応できないけれども、ま

だまだ必要な事業があるので、合併特例債ではないけれども、地方創生債とかいったものの新しい、

また郡上市にとって活用しやすくて、また、市民の期待にも応えられていけれるような事業を展開

するには、どうしても財源が伴っていかないといけませんので、その部分については、市長も特に

そういう経歴もお持ちですので、地方財政にも御造詣も深いというふうに我々も確信をしておりま

すが、そういう中で、ぜひとも32年度以降の予算策定の折にそういった制度が生かされるような財

政支援制度というものをぜひぜひ市長の手でもってひとつ国のほうへ働きかけていただいて、その
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市の未来にわたる郡上市づくりの財源のもとをぜひつくっていただきたいなということを懇願した

記憶がございますが、市長もそのときは、市長会を通し、あるいは国のほうへ東海市長会も経て、

国のほうへ力いっぱい働きかけをしていきたいというふうな声もいただきましたんで、これからあ

る郡上市における必要な事業量とか、それを踏まえた場合に、やっぱりそういった制度を創設する

か、あるいは別の形でも充当されるような制度を何とか起こしていくということをひとつ市長の考

えの中で、その辺についても部長の後にお伺いできればというふうに思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（渡辺友三君）  市長公室長 三島哲也君。 

○市長公室長（三島哲也君）  私のほうからは、新市建設計画の状況というところについて説明させ

ていただきます。 

 最初の10年間のところ、最終的に635億円というようなところの計画というところでございまし

たけど、10年間のところの実績を申しますと、この10年間は約650億円の、25年まで650億円ほど実

施できたというふうな数値になっております。 

 それから、さらに５年延びておりますので、その26年からの５年間につきましては、当初は毎年

40億円ずつということで200億円程度の予定を立てておりました。そうした中で、実際30年度まで

に幾らの計画になったかと言いますと、200億円が259億円というところで当初の200億円より約60

億円程度いうふうにふえております。この中に、やはり新たに追加した事業、そういったものが含

まれており、毎年見直しであるとか、そういった緊急度についてやっていくことによりまして、ふ

えていったものはございます。 

 そういった中には、産業プラザでありますとか、ホテル積翠園の改修、それから、大島工業団地

の造成、そういったものがこの見直しの中には入っておるというふうに考えております。 

 じゃ30年度の終了して、その新市建設計画で幾らほどまだ残があるのかというところでございま

すけど、その計画の中で30年度までに完了する見込みとしましては、162億円、約63％になります

けど、計画上は完成する見込みとなっておりまして、30年度以降のところにつきましては、５年間

で約97億円がこの計画の中で残っておるというようなところでございます。 

 そうした中でございますけど、新市建設計画につきましては、この15年間で終了しますので、31

年度以降につきましては、総合計画の実施計画、この中でこれからは管理していくことになります。

そういった中で今総合計画の後期基本計画の中に含まれておる事業、これは平成32年まででござい

ますけど、その中で含まれておって継続しようという事業は78億円ありますので、これからは総合

計画の実施事業の中で78億円のところが予算計上されて、事業を進めていきたいというふうに考え

ておるものでございます。 

 このほかございますけど、さまざま継続事業であるとか、いろんな事業の毎年の協議の中であり
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ますので、そういったことにつきましては、事業の進捗状況でありますとか、そのときどきの財政

状況、そういったものを見ながら進めていくことになろうかというふうに思っているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（渡辺友三君）  市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  お答えをいたしたいと思いますが、平成30年度の予算を今回提案をさせてい

ただいたわけですが、清水議員からは、平成31年度からはどうするのかと、こういうことでござい

ます。 

 ただいま三島室長も答弁しましたように、郡上市が合併して1,000億円の投資ということが最初

あったわけですが、いろいろ曲折はありましたが、今答弁いたしましたように、最初の10年でほぼ

650億円、そして、幸いにしてというか、５年間合併特例債の使用期限が延長されたということで、

今この平成26年度から30年度までの50年間にただいまも答弁しましたように、ほぼ260億円の投資

を平成30年度予算まででできるということでございますので、合併当初1,000億円、1,000億円と言

っていたものが、ほぼ15年間かかって投資額としては、ほぼそれに近い910億円という投資がなさ

れるということになるわけですし、今、かかっているもので30年度までの鍋におさまり切らなかっ

た部分がほぼ80億円ほどあるということでございますから、この80億円、31年度、32年度へ送られ

る80億円を足しますと、ほぼ990億円ということで、ほぼ1,000億円ぐらいの投資規模になるという

ことにはなろうかと思います。 

 これは御指摘もありましたけれども、当初、一番最初に各町村がこれもやりたい、あれもやりた

いという形で、事業項目を立てて1,000億円という計画の中へ入れてあったわけですけれども、そ

ういうものの中で、５年間延長するときに、これはなかなかこの５年間もちょっと難しいぞという

形で取り組まなかったといいますか、もう計画計上しなかったものもございますし、それから、御

指摘にありますように、この５年間においても、最初に考えていたものとは違う事業も行ってきた

というようなことがございまして、この計画の中には、そういう中身の若干のそういう移動はあり

ますが、そのときそのときにやはり緊急度、あるいは必要に応じていろんな事業をやってきたと。

議会にお諮りしながらやってきたということだと思います。 

 問題は、こういう形で平成30年度まではとにかく精いっぱい予算を組んでやってまいりましたが、

合併特例債がなくなるということと、それから、地方交付税、普通地方交付税の合併算定がえ特例

がなくなるという、この２つでやはり相当窮屈になるというふうに思っております。 

 この間、予算のときにもちょっと議論がありましたが、おかげさまで普通地方交付税については、

当初私が20年度ごろもそうだったんですが、考えていたほど、いわゆる合併算定がえ特例が終わっ

ても普通交付税が落ち込まないと。おおむねこれから31年度以降も、これは人口減による減少が少
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しありますのであれですが、100億円ないしはそれを若干下回る程度の普通交付税は確保できるん

じゃないかというふうに思っています。 

 ただ、問題は、いろんな事業をやっていくときに、主たる投資的財源になるその地方債をどの程

度起こせるかと。今までの合併特例債とかいうようなものがなくなるわけですから、ということな

んですが、従来どおり過疎債とか辺地債とかという交付税の措置つきのものは万度にできるだけ活

用したいというふうに思っておりますし、それから、先ほどお話がありましたように、何とか地方

創生の事業なんか進められるようにということで、そういう交付税措置つきの地方債の創設してほ

しいという要望は岐阜県の市長会においても、私どもだけでなくて、ほかの市からも出てまいりま

して、それを東海市長会にもお出しし、東海市長会から全国市長会へもお出しして、全国市長会か

らも国への要望書という形できちんと上げてもらって要望はしてもらいました。しかし、残念なが

ら、いろんな地方財政の運営の中で、やはり余り交付税措置つきの地方債というのは、ある意味で

は起債の活用のモラルハザードを起こすというような批判もあって、なかなか新しいものは難しい

というようなところがあって、実現をしていないというのが現状でございます。 

 がしかし、いろいろと今後も努力はしていきたいというふうに思っておりますし、それから、特

に、少し注目をしていきたいなと思っているのは、ことしの地方債計画の中なんかでも、今どこの

自治体も公共施設の適正管理のためにいろいろ統合したりとか、いろんなことをしなきゃいけない

のでということで、公共施設適正管理事業債というものがございます。これは、種類によって、少

し交付税措置が違いますが、ものによっては50％ぐらいの措置のあるものというようなものもござ

いますし、財政力に応じて、それよりも若干高い交付税措置があるというものもあるようでありま

すので、そういうものについては、よく研究をして、財源としてしっかり確保していきたいという

ふうに思っております。 

 そのほかいろんな事業をやる際に、ひとつ朗報として考えられるのは、これは清水議員も一生懸

命やっていただいたんですが、森林環境税というものが創設をされて、その森林環境税が創設され

るのは、もうちょっと先の話なんですが、それを前借りするような形で平成31年度から、そういう

財源が特に森林、林業の重要な地域は、そういう配分になってくると思いますけれども、そんなも

のも配分をされてくると思いますので、そういうものはやっぱり森林整備の財源としては適切に活

用してまいりたいというふうに思っています。 

 いずれにしましても、いろんな努力をしていかなければいけませんし、税収を確保するとか、そ

のほかいろんなことがあると思いますけれども、工夫をしていかなければいけないというふうに思

っています。 

 ただ、先ほど上田議員にも申し上げましたが、こういう合併の経過に伴ってなされる措置が、や

はり終わってくるということで、普通の市町村並みに扱われるときがいずれは来るわけでございま
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して、そういう意味で、やはりある意味ではその確保できる財源をしっかり見ながら、財源確保の

努力も大切ですが、また、そういう段階に入ってきた年の財政運営ということでも従来よりはなか

なか投資的事業ができないという、そういうところへソフトランディングしていくということもま

た必要かと思いますし、市民の皆さんや議会の皆さんの御理解も得ていきたいというふうに思いま

す。 

（17番議員挙手） 

○議長（渡辺友三君）  清水敏夫君。 

○１７番（清水敏夫君）  市長、ありがとうございました。今の第２次合併特例債は残念だったとい

うことでしたけれども、これは制度上のことですので、強引なことを言ったって、やっぱりできん

ものはできないというふうに私も認識をしておりますが、今の公共施設の整備事業の起債あたりが、

例えば道路、橋梁等も含めたそういった維持関係に使えりゃいいんですけれども、そうでないとす

ると、そちらに充当する財源がやっぱり一般単独債とか、そういう形に一挙になっていくと、また、

公債比率が先ほども言われたように上がっていくという不安もありますし、また、それでは健全財

政にはなっていかないという部分がありますので、いつかこの合併というものから卒業しないと郡

上市として独立した自治体として生きていく道は、やっぱり我々も含めて市長さん初め執行部の

方々もそのことは常にお考えの上でやっていかなきゃいかんということで、親離れはせないかんと

いうことを思いながらも、自主財源の確保であるとか、事業の選択であるとか、いろんなことをや

っぱり踏まえながら、この郡上市が将来ともに持続できれる、そういう郡上市になれるように切磋

琢磨、さらに続けていかなきゃならんかなということは今痛切に感じました。今後とも財政面につ

きましては、ぜひともまた御尽力をいただきたいということをお願いしておきたいと思います。 

 それでは、時間も限られてきておりますので、最後は、これは市長さんだけの答弁を求めており

ますので、お願いをしたいと思いますが、濃飛横断自動車道でございます。これにつきましては、

中津川のリニア新幹線の駅を起点にしまして郡上市までつなぐ有力な基幹道路であるわけですが、

今は、中津川のほうに県のほうもこの濃飛横断には力入れておっていただいて、特に、リニア関係

で、中津川駅の関係で大きく今投資がそこらへ行っておるのは、これは承知のとおりでございます。 

 郡上市はどうかということでございますが、中津川と郡上市と下呂市というふうなことから、

３市１村、そうですね。東白川村も入りましたので、３市１村の合同会議もとったりして、昨年は

郡上市のほうで会場でその合同会議、３市１村議会の委員会の合同会議もやっていただきましたが、

その折にも話題となっておりましたが、やはり今和良から金山のほうへはトンネル２本がつながり

まして、着々と整備され、今は既に中津川へかかっておるということで、あとは和良─八幡間の横

断道路をどう位置づけていくかということにかかってくると思いますが、これはやっぱり郡上市、

私どもがやっぱり力を入れないと、これはなかなか進まんのではないかなということで市長さんも
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そういう、関係の市長さんもそうですが、日置市長もそういう考えでおっていただくと思いますが、

ことしは協議会のほうでも市のほうでも濃飛横断自動車道の早期推進に向けた看板をつくってア

ピールをしていこうというふうなことも予定をされて、予算化をされておるようでございますが、

もう一歩自分としては、これはやっぱり県に、郡上があんだけ頑張るんなら、これはやっぱりちょ

っとねじ巻いてでもちょっと早うやらにゃいかんなというふうなことにしていくアプローチをした

らどうかなということを思いながら、どうかこの県の予算を待つまでじゃなくって、郡上市独自で

試算でもいいもんで、こういう線形でどうだろうかというやつをむしろ提言できたらいいかなと自

分は思っております。 

 ということは、かつて平成12年の、今から21年ほど前になりますか。八幡町と和良村の当時の産

業関係団体の自治会とか商工会とかという方が集まられて、この和良─八幡間の整備促進をするた

めに、県のほうへ地域住民主導という形で、この濃飛横断の前身となる路線を提言されて、県も補

正予算で1,000万円か見られまして、それで、住民主導型の道路という形で脚光を当時浴びたとい

うことが新聞紙上にも出ておりましたし、その当時、郡上─下呂間の中の路線の中で八幡─和良間

の概略ルートというものが市島の大洞川をさかのぼって美山へ出て、それから、和良へ出て金山へ

いくというふうな線形の構想が立てられているようなこともありましたということを聞きましたも

のですから、これはその当時のそういう人たちの願いがやっぱりあって、それにまたもう一度、そ

のことを、夢をもう一度じゃないですけれども、今、ここで郡上市がその火を上げて、のろしを上

げて県のほうへどんどんやってほしいという働きかけをすべきというふうに思いますので、市長さ

んに何とかその辺のとこの、これ市長決断でやってほしいなと思って、時間を切りましたが、ちょ

っとこれ探してまいりました、市長。 

 当時、これは南部広域農道の図面なんですけれども、市島ロードといって平成８年の12月にＬ

2,280メートル、これ1000分の１ですので、全部２メーター28センチの道路の設計図がずっとこう。

ちょうど口明方のライスセンターの例のところが入っていくやつですが、ちょうど八幡町の大洞を

通っていく設計図になりました。このとおりにはいきませんけれども、こういったものが夢物語と

してまだ中下の公民館に飾ってありましたもんですから、ちょっとお借りしてきましたけれども、

これはぜひやっぱり違う形で、今度は濃飛という形で、ぜひ市長、決断してください。お願いしま

す。 

○議長（渡辺友三君）  答弁を求めます。 

 市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  清水議員の御提言に全部「そだね、そだね」と言えるといいんですけれども、

そだねと思っている部分と、ちょっと申し上げたいこともございますが、今おっしゃるように、濃

飛横断自動車道は、やはりこの今、和良─八幡間を残しているということは、私たちにとっては非
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常にやはりいまだこれがなかなか手がついてないということは、残念なことなんで一生懸命やらな

きゃいけないと思っております。 

 特に、今まで岐阜県の道路投資がここずっと東海環状自動車道の西回りに非常にその負担金に取

られているという状況がございました。そういうことであったんですが、平成30年度の予算編成の

中で、巷間伝えられているところによりますと、ＮＥＸＣＯが財政投融資資金を使って、今までの

フレームといいますか、枠組み以上にＮＥＸＣＯの投資が入るということで、県の負担がかなり東

海環状西回りにおいて軽減されるんではないかというお話がございます。 

 したがって、そうなれば、今まで東海環状西回りをやらなければならないから大変だ大変だと濃

飛横断もこの次は中津川のほうしかやれないと言っておられた状況が、事情が少し変わるんではな

いかというふうに思っています。我々からすると好転をするという面もあるんではないかと思いま

すので、この際、おっしゃることはそのとおりでありますので、一生懸命組織を挙げて他の市町村

ともそうですし、ましてや郡上工区をしっかりやってくれというのは、郡上市がとにかく言わない

といけませんので、一生懸命やってまいりたいと思います。 

 先ほどの看板の話も出ましたけれども、もう既に郡上大橋の南っ側のところに三面看板と、それ

から、和良の方須のトンネル出たところに看板を立てさせていただきました。濃飛横断自動車道早

期実現ということで、やはり皆さんにも訴えていきたいというふうに思っています。 

 ただ、そのために、市も独自の何かルートの調査をやれということでございましたが、今、県の

ほうでいろいろと基礎的な調査をやっていただいているというふうに認識をしておりますので、た

だいま御提示のあったような図面等もその重要な参考になると思いますので、そういう既存の資料

もデータもありますよということもお示ししながら、まずは、県のほうでしっかりこの事業に取り

組むための調査を進めてもらいたいということを強く申し上げていきたいというふうに思います。 

（17番議員挙手） 

○議長（渡辺友三君）  清水敏夫君。 

○１７番（清水敏夫君）  市長、おおむね「そだね」になりましたことを感謝申し上げますが、本当

にここでやっぱり郡上市が一番先頭に立ってこの和良─八幡間はやるしかないかなと自分も応援し

ておりまして、市長もおおむねそういう感じで受けとめていただきまして、今後とも県のほうへ働

きかけ、また、もちろん３市はもちろんでございますけれども、３市１村はもちろんですけれども、

我が郡上市のほうも議会のほうも一緒になってこのことに取り組んでいくべきだというふうに心し

ておりますので、いろんなデータ等もまた提示しながら、ぜひ一日も早い着工、いい話の材料も今

お聞きしましたし、どうか今後とも一緒になって頑張っていきたいと思いますので、市長、どうか

よろしくお願いいたします。 

 以上、３点ありがとうございました。質問を終わります。 
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○議長（渡辺友三君）  以上で、清水敏夫君の質問を終了いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◇ 田 代 はつ江 君   

○議長（渡辺友三君）  続きまして、８番 田代はつ江君の質問を許可いたします。 

 ８番 田代はつ江君。 

○８番（田代はつ江君）  それでは、議長から発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして

一般質問を行わせていただきます。 

 いつも欲が深い、欲が深いと思いながら、また、今回も何となく４つ用意してしまいましたけれ

ども、最後までできなかったら、また、次回にということですので、ゆったりと御答弁のほうもい

ただいて結構ですので、お願いいたしたいと思います。 

 まず、４点質問を用意しましたけれども、最初に臓器提供に関する意思表示と延命治療のあり方

ということで質問をさせていただきます。 

 臓器の移植に関する法律及び国民健康保険法施行規則の改正により、国民健康保険書の裏面に臓

器提供に関する意思を表示する文面が書かれているのを皆さんは御存じでしょうか。私は、なかな

か見る機会がなくて最近知りました。 

 これなんですけれども、１から３までのいずれかの番号を丸で囲むことになっています。これ臓

器提供に関してのことなんですけれども。皆さんは、御存じの方もあると思いますけれども、ちょ

っと確認の意味でこの内容を紹介させていただきたいと思います。 

 一番最初に、１番として、私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも移植のために臓器

を提供します。２番目は、私は、心臓が停止した死後に限り、移植のために臓器を提供します。そ

して、３番目に、私は、臓器を提供しません。 

 さらに、この１番と２番を選んだ方の中で、提供したくない臓器があれば、この付記することに

もなっています。署名年月日、また自筆で本人署名、そして、同じく、自筆で家族の署名を記入す

ることになっています。 

 保険証がこのとおり名刺大の大きさでありますし、この書いてある裏面は、さらに細かい字で記

されておりますので、ちょっとこれに気づかれる方は、気づかないという方は私だけではないと思

いますけれども、これは、どこかへ提出したり、また、医療機関で確認したりするものなのでしょ

うか。 

 いずれにしても、脳死及び死後のことについては、元気でいるときには、なかなか考えづらいこ

とかもしれません。しかし、臓器提供により、病気の人が助かるのであれば、一人でも多くの人が

賛同していただくことが望ましいことと思います。 

 ここでお聞きしたいと思います。この意思確認のカードをお渡しする際の説明ルートと、現在ど



－１５７－ 

れほどの方が意思表示をしてみえるのかどうかということをお聞きをいたしたいと思います。 

○議長（渡辺友三君）  それでは、田代はつ江君の質問に答弁を求めます。 

 健康福祉部長 丸茂紀子君。 

○健康福祉部長（丸茂紀子君）  それでは、お答えしたいと思います。 

 まず、意思確認のカードの説明と、現在、意思表示してみえる人の実態についてですが、臓器移

植は、病気や事故によって臓器が機能しなくなった場合に、人の健康な臓器を移植して機能を回復

させる医療であります。 

 臓器移植には、健康な家族からの肺とか肝臓、腎臓などの部分提供による生体移植というのと、

また、亡くなられた方からの臓器提供による死体移植があります。最近では、平成21年７月に臓器

の移植に関する法律が一部改正されまして、親族への優先提供の意思表示も可能となりました。ま

た、平成22年７月、国民健康保険法施行規則の改正により、市でも国民健康保険証の裏面に臓器提

供の意思表示を設置しています。 

 臓器移植についての意思表示には４つありまして、１つ目が健康保険証、保険証の発行団体が保

険証の裏面に、臓器提供の意思表示欄が設置される取り組みが進んでおりますが、これは、やって

いる保険者とやっていない保険者があります。 

 もう一つが、運転免許証です。これも自分の免許証を見て、初めて私も気がついたくらいなこと

なんですが、平成22年秋以降に発行されました運転免許証の裏面には、臓器提供の意思表示欄があ

ります。 

 また、３つ目は、意思表示カードということで、県であったりとか、市町村窓口、保健所、運転

免許試験所、ハローワーク、年金事務所、コンビニ、スーパー等に意思表示のための、このような

パンフレットが置いてあります。 

 ４つ目といたしましては、インターネットで、パソコンとか携帯電話から日本臓器移植ネット

ワークのホームページにアクセスしまして、臓器提供に関する意思を登録できます。インターネッ

トで登録すると、ＩＤ入りの登録カードが発行され、自宅に郵送されます。以上の方法で誰でもが

意思表示をすることはできる仕組みとなっております。 

 あと説明ルートのことですが、病院で最善の救命治療を受けた結果、回復の見込みがない場合に、

意思が家族へ病状の説明と臓器を提供するしないの意思を確認することがあります。また、家族が

医師へ健康保険証とか、先ほどの免許証とか、意思表示カードとか、その意思表示欄を提示するこ

とで本人の意思を伝えることが可能となります。生前に御本人が意思を表示することにつきまして

は、家族が意思決定をする際、やっぱり迷いとか負担を減らす助けになるかと思います。 

 意思表示が実際どれだけやられているかということにつきましては、市内とか県内の実態はつか

めませんけれども、日本臓器ネットワークが平成28年に10代から60歳代の男女3,000人を対象とい
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たしまして、臓器提供の意思表示に関する意識調査をやられました。その調査結果によると、意思

表示欄の設置は、まず、運転免許証で約75％、健康保険証で約61％が進んでおりまして、意思表示

している人の割合は、運転免許証では18.9％、健康保険証では18.3％でした。また、意思表示カー

ドの認知度は68％で、そのカードを持っている所持率は22.8％、記入率は11.1％でした。インター

ネットによる意思登録の認知度は9.9％で、登録者は1.9％ということで、どれもそれほど多い数と

は思えません。 

 臓器を提供するとか、臓器を受け取るということは、私たちはどちらの立場にもなり得る可能性

があります。お一人お一人が家族と、やはり話し合い、意思を表示することが大切なことだと考え

ております。 

（８番議員挙手） 

○議長（渡辺友三君）  田代はつ江君。 

○８番（田代はつ江君）  ありがとうございました。私は、保険証だけかと思っておりましたけれど

も、運転免許証、早速帰って見てみたいと思いますけれども、そういうのとか、いろんな方法で意

思表示をする方法があるということを知りました。いずれにしましても、臓器提供ということも大

変難しい問題だとは思います。 

 続けての質問も少し、この元気なうちにということで、ちょっと似通った質問になるかと思いま

すけれども、次の、私たちこの虹の会が、学識経験者の話を聞き、みんなで今勉強をしながら、提

案に向けて意思を固めていることの一つに延命治療があります。治療をして元気にさせてもらえる

治療なら、当然していただきたいと思います。しかし、体中にチューブをつけ、食べることもでき

ない、意思の疎通もできない、ただただ機械で生かされているというのは、本人にとっても、また

家族にとっても大変つらいことだと思います。私は、延命治療はやってもらわなくていいですとい

う一筆をかかりつけの先生に渡してみえる方もあります。 

 岐阜県のある病院では、入院患者さんに、事前にアンケートをとられるところもあるとお聞きし

ました。病気になってからでは、なかなかこれは取り組みにくい問題だと思います。先ほどの臓器

提供の問題とともに、健康で元気なときにこそ取り組む問題だと思いますが、市としてはこれをど

ういうふうに考えられるか、教えてください。 

○議長（渡辺友三君）  答弁を求めます。 

 健康福祉部長 丸茂紀子君。 

○健康福祉部長（丸茂紀子君）  延命治療のそのあり方ということにつきましては、さまざまな考え

方があると思いますが、本人の負担となるような延命治療はしないようにという考えられる方も現

実多くなっている状況はあるようには思います。 

 御本人が、御自身のその最期についての考えを表明するものといたしましては、エンディング
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ノートというものがあります。エンディングノートにもさまざまなところから発行されております

が、郡上市では昨年２月に市民の方向けの講演会の中で、全国国民健康保険診療施設協議会が発行

しているものを紹介いたしました。 

 このようなノートですが、これは現在、各振興事務所の窓口にもありますので、興味のある等の

方にはお渡ししています。このノートの中には、やっぱり最期を自分がどう迎えるかというような

ところとか、ここの中には臓器提供のこともありますが、このようなところではやっておりますが、

このエンディングノートには、法的な拘束力はありません。ということで、法的に御自身の意思を

宣言するものとしては、尊厳死宣言公正証書と言われるものがあります。これは、御自身の意思を

公正証書として残しておくものです。ただ、この公正証書を残されたとしても、御本人に死が迫っ

た状況になったときに、御家族が医師に、この証書を提示、示さなければ意味がないわけです。エ

ンディングノートも同じなんですが、御本人の意思がはっきりしているうちに、御家族と延命治療

について考え方を共有しておくことが、やっぱり一番大切なことではないかと思われます。 

 また、死に際して、どのような治療を受けたいかということは、御本人の価値観というものがや

っぱり大きくかかわることでありますので、死の考えを市民の皆さんに示すということは、大変難

しいことかなとは思います。 

 ただ、こうした内容について御相談があった場合につきましては、御本人の思いをしっかり聞い

た上で、このようなエンディングノートとか、例えば、公正証書など、適切な方法を御紹介してい

きたいとは考えております。 

（８番議員挙手） 

○議長（渡辺友三君）  田代はつ江君。 

○８番（田代はつ江君）  ありがとうございました。ちょっと余談になりますけれども、お姑さんが、

もうちょっと大変な状況の中にあって、御主人と、そしてお嫁さんが先生に呼ばれて、延命治療を

しますかと、そういうふうに聞かれたそうです。そのときに、御主人のほうは、本当のお母さんで

すので、ちょっと兄弟とかみんなに相談してから返事しますと言われたそうです。 

 そしたら、先生がすかさず、「どなたが面倒を見られているんですか」と、そういうふうにお聞

きになって、その場で「私です」といってお嫁さんが言われたら、じゃあなたの意見を尊重しまし

ょうと、こういうふうに言われたという大変ちょっと私は感動したんですけれども、そういうお話

も聞きました。 

 死が迫ってくると、これは大変なことですので、元気なうちに、そういうことを意思表示をして

いきたいと思います。 

 少子化の進む日本では、対策には新たな視点が求められておりますけれども、夢論文で最優秀賞

をとられた先生が、その中に書かれていた市民一人一人が、自分の最期の生き方を決めるという尊
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厳を保障し、膨大な医療費という次の世代への負の贈り物を残さないこと。すなわち若者への命の

プレゼント、この言葉につながる提案を今私たち虹の会では考えております。 

 以上で、まず１点目の質問を終わらせていただきます。 

 ２点目の質問に入らさせていただきます。ピロリ菌の検査の導入と若者の検診の実態ということ

で、お聞きしたいと思います。 

 大阪の高槻市では、中学２年生を対象に、胃がんの原因とされるヘリコバクターピロリ菌の検査

が実施されております。このピロリ菌、中学生や高校生でも５％が感染していると言われています。 

 佐賀県でも平成28年度から県内の中学３年生を対象に各学校で実施されています。尿検査の尿を

用いて任意で感染の有無を調べるというもので、若いうちに予防しておけば、胃がんのリスクは大

きく軽減されると言われています。 

 また、感染の疑いがある生徒には、追加で検査を行い、除菌までのサポートを行うとのことです。

中学生のピロリ菌検査導入について、市のお考えをお聞かせください。 

○議長（渡辺友三君）  答弁を求めます。 

 健康福祉部長 丸茂紀子君。 

○健康福祉部長（丸茂紀子君）  中学生のピロリ菌の検査ですが、胃がんというものは日本人に一番

多い、最も多い発症するがんとなっております。ＷＨＯの世界保健機構によりますと、胃がんの原

因の８割がピロリ菌によるものだとし、ピロリ菌を除菌することで胃がんの発症を大幅に減らすこ

とできるとも言われてはいます。 

 ピロリ菌は、一度感染いたしますと除菌しない限り、胃の中に居続ける菌となるわけですが、日

本でも約半数の人が感染していると言われておりまして、年齢が高くなるほど感染している割合が

高くはなります。 

 しかし、一般的には胃の痛みであったりとか、不快感などがなければ、余り幼いうちに急いで除

菌する必要はないと考え、二十を過ぎたころから検査するのが望ましいとされております。 

 また、国の示す検証結果、がん検診のガイドラインというものがあるんですが、その中ではピロ

リ菌検査は、胃がんの死亡率減少効果は、その中では、ガイドラインの中では不十分というような

ところが上げられております。自治体が行います対策型検診ということで、市でも行っていますが

ん検診というものは、費用対効果、費用をかけてどれだけの死亡を減らせるか。そういうようなさ

まざまな検証から効果があるということで対策型検診として取り組んでおりますので、現時点では、

そのピロリ菌検査については、胃がん対策の検診としては推奨しないとし、国立がん研究センター

の見解は、感染していてもその症状のない健康な人への積極的なその除菌がふえれば、副作用とも

言える、その下痢であったりとか、味覚障がいなど、重いやっぱりそのような作用、副作用を発症

する可能性が否定できないというようなところも除菌のデメリットとして指摘もされております。 
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 また、ピロリ菌検査、ピロリ菌の感染者が必ずしも将来がんになるわけではなく、若い世代への

除菌が胃がんを減らす効果はまだまだ確実に実証されていないというところが現状ではございます。 

 近年、その衛生状態がよくなったことで、若い世代、10歳代では、ほぼピロリ菌感染は１割にも

満たないという低い状態ではありますが、市といたしましては、若年者への検査の実施については

今後国であったりとか、県の動向であったりとか、データ的なところも注意深く見ていきたいと考

えております。 

（８番議員挙手） 

○議長（渡辺友三君）  田代はつ江君。 

○８番（田代はつ江君）  ありがとうございます。ピロリ菌の検査については、勉強不足のこともあ

りまして、今デメリットとか、いろんなことを教えていただきまして、もう少しこれは勉強してか

ら一般質問すればよかったなと思ってはおりますけれども、それでもこの検査を行うことによって、

今後さまざまながん検診の必要性を考えるよい機会となると思います。 

 関連の質問にはちょっとなるかと思いますけれども、若者のがん検診の実態と、そして、罹患の

実態も、これは簡単で結構ですので、教えていただければありがたいと思います。 

○議長（渡辺友三君）  健康福祉部長 丸茂紀子君。 

○健康福祉部長（丸茂紀子君）  若い子たちのがん検診の実態ということで、ここの中では20代のこ

とでちょっとお知らせをしたいと思いますが、市が実施します若者、20歳代のがん検診には、子宮

頸がん検診があります。ほかの胃がんとか大腸がん等は40歳以上ですが、子宮頸がんだけは20歳代

から始めております。 

 子宮頸がん検診の全年齢の受診者、20歳以上の人口のところでいいますと、受診率は32.8％です

が、そのうち20歳代だけの受診率は、その20歳代の人口に対して12％ということで、２割にも満た

ない低い状態ではございます。 

 罹患の実態といたしましては、子宮頸がんのその全国的な罹患状況は20歳代後半から40歳代前半

まで高くなった。あと大体横ばいになってきます。市の検診の結果から、子宮がんの発見状況は、

ここ数年来、20歳代の方の発見はありません。平成17年度から経年的には30歳代からの発見が見ら

れます。平成28年度の国民健康保険の国保医療費のレセプトから子宮がんの外来治療状況を調べて

みますと、20歳代の方の子宮がんの治療は見られません、国保のことですけれども。40歳からの子

宮頸がんの治療が見られまして、50歳代から子宮体がんの治療が見られるという実態があります。 

 ただ、市といたしましては、増加するこの子宮頸がん予防対策といたしましては、今まで以上に

若い方にぜひ受けていただけるように積極的に普及啓発に努めていきたいと考えております。 

（８番議員挙手） 

○議長（渡辺友三君）  田代はつ江君。 
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○８番（田代はつ江君）  要するに、がん検診は、若い人たちはなかなか受けにくいということもあ

りますので、こういうことを機会に、もっとＰＲをされて、検診を受ける必要性を訴えていかれる

といいと思いました。 

 それでは、第３番目のいじめ問題について質問をさせていただきます。 

 新聞紙上とか、ニュース等で報道されるいじめ問題は相変わらず後を絶たないようですが、郡上

市においては大きな問題となるようなこともなく、大変ありがたいことだと思っていますが、ここ

でちょっとお聞きしたいことがあります。 

 それは、他県で起こるいじめ問題を市としてはどのように認識をしてみえるかということをお聞

きしたいと思います。 

○議長（渡辺友三君）  答弁を求めます。 

 教育長 石田誠君。 

○教育長（石田 誠君）  新聞やテレビでいじめの自殺の報道を目にするたびに、大変心を痛めると

ともに、こうした命にかかわるいじめ等の問題に迅速かつ適切に対応する機運が高まったことによ

って教育委員会制度の改善がされたこと、また、この制度において新教育長に託された使命と責任

の重さを強く感じておりますので、このことについては、私より答えさせていただきます。 

 いじめは、どの学校にも起こり得ると。その認識のもと、郡上市においてもいじめの未然防止、

そして、早期発見、早期対応のために学校、家庭、地域社会など、協力を得て取り組んでいるとこ

ろです。 

 いじめを未然に防止するには、子どもたちにとっても教職員にとっても学校が楽しい場所でなく

てはなりません。いろんな個性や障がいへの理解を深め、お互いの違いを認め合う人権意識や、い

じめを絶対にしないという風土づくり等が大切だと考えています。 

 そのために、郡上市の小中学校では、どの学校においても、命と人権の尊重を基盤とした教育活

動を行ってきております。児童生徒がお互いのよさや頑張りを認め合ったりする活動が位置づいて

きています。 

 特に、いじめのきっかけとなりやすい言葉については、児童会や生徒会などの取り組みの中で、

児童生徒が自分たちで温かい言葉、ぽかぽか言葉とか、ふあふあ言葉などをふやし、人を傷つける

言葉、ちくちく言葉などをなくそうとする活動を行ったり、生徒会等で作成した人権宣言を確認し

合う集会を開いたりするなど、全校の誰もが安心して楽しく学校生活が送れるような取り組みが行

われています。 

 また、命の大切さを知らせる命のカリキュラムに基づいた計画的な指導や赤ちゃんふれあい体験

等の、そういう体験を通して自他の命を大切にすることにも取り組んでいます。 

 こうした活動を粘り強く継続していくことがいじめの未然防止、または、早期発見、早期対応に
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つながると考えております。 

 以上です。 

（８番議員挙手） 

○議長（渡辺友三君）  田代はつ江君。 

○８番（田代はつ江君）  ありがとうございます。 

 次に、続いてお聞きしようと思っていた予防対策についての教育現場の先生とか教育委員会とか、

また、行政との連絡がどのようになされているかということも大体今お答えをしていただいたよう

に思うんですけれども、まだ、そのほかにありましたらあれですけれども、今、教育長さんがお答

えいただいた中で、こういうことも含まれていると解釈していいでしょうか。 

○議長（渡辺友三君）  教育長 石田誠君。 

○教育長（石田 誠君）  未然防止については、以上のようなことを取り組んでいるということでご

ざいますが、特に、早期発見、早期対応についての具体的というふうに御質問があればお答えした

いなと思っておりますが、いかがでしょうか。 

（８番議員挙手） 

○議長（渡辺友三君）  田代はつ江君。 

○８番（田代はつ江君）  いいですか。そしたら、今、教育長さんおっしゃいましたように、まずい

じめの取り組みについては、防止の取り組みについては、未然防止と早期発見と早期対応のこの

３つが一番大切なことだと思います。 

 いじめの早期発見、早期対応に向かって、これは茨城県の取手市というところですけれども、匿

名でいじめの通報ができるアプリ、ストップイット、そういうのを全市立中学生の生徒が無料でダ

ウンロードできるようにしている、そういうところもあるんですけれども、そこの未然防止とか、

そういうことについてもう一言お願いしたいと思います。 

○議長（渡辺友三君）  教育長 石田誠君。 

○教育長（石田 誠君）  日常的に行っている未然防止については、ただいま申し上げたようですが、

いじめの早期発見、早期対応について非常に重視をしているということで、その取り組みについて

簡単に６点申し上げます。 

 １点目は、児童生徒の発する小さなサインを見逃すことがないように、アンケート調査を年３回

以上実施しておりますし、職員との面談を通して被害者の訴えが教員に届くよう努めております。 

 ２点目ですが、できるだけ子どもたちに寄り添って、教職員による発見、または他の児童生徒か

らの、また、保護者等からの情報を収集するように努めております。 

 ３点目には、組織的な対応としていじめられている児童生徒を絶対に守るという学校の強い姿勢

を子どもたちに示すとともに、一人で抱え込むことがないように、情報を共有して、組織で取り組
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むようにしております。 

 ４点目については、教育委員会として市教委に報告された内容に受けて、必要に応じて生徒指導

の担当や相談員の派遣、それから、被害者等の心のケアの職員を派遣をするように支援をしており

ます。 

 ５点目については、児童生徒の生命または身体に現に被害が生じたり、まさに被害が生じるおそ

れがある場合については、総合教育会議で協議、調整することを整えております。 

 ６点目には、教育委員会以外の行政等の対応については、これはいじめに限りませんが、不登校

とか虐待の家庭への支援の必要な児童生徒にかかわるケース会議を実施し、児童家庭課と連携して

行っておりますし、教員、それから、地域の保健師、または、民生委員等の協力をいただいて、子

どもたちを支援しております。また、必要に応じてカウンセラーの派遣や警察の協力を得て、早期

対応と、それから、心のケアにも努めております。 

 以上です。 

（８番議員挙手） 

○議長（渡辺友三君）  田代はつ江君。 

○８番（田代はつ江君）  ありがとうございました。未然防止、早期発見、早期対応について、あら

ゆるところと連携をしながら、このことに対して取り組んでいただいているおかげで、郡上市にお

いては大きなこういういじめ問題というのが影を潜めているような気がするんですけれども、その

成果のおかげだと思います。ありがとうございました。 

 それでは、最後の質問に移りたいと思います。 

 障がい者、高齢者、子育て中のお母さん、そして、観光客にも優しい道づくりということで質問

をさせていただきます。 

 現在、八幡町の町の中では、新町周辺の道路の改修が行われています。今までがたがたした道路

がフラットな道路に生まれ変わっています。見ばえのよい道路が、必ずしも人に優しいとは言えま

せんが、これは、市民の方からお聞きしたいろいろな意見です。ちょっと５つほどありますので読

み上げたいと思います。 

 車椅子、ベビーカー、また、高齢者の方の手押し車ですけれども、その通行の不安で、道路の傾

斜がどうしても車道のほうに傾いているということで、そういう声をいただきましたので、きのう

ベビーカーをちょっと引きながら、何も乗せないベビーカーを引きながら、そこの愛宕の駐車場か

ら、観光客の方がこういうふうに町の中に入られるところをベビーカーを持って引いて、ちょっと

歩いてみました。そうしましたら、やはり歩道がやっぱり整備がしていないのが、もう何年も整備

が、特に愛宕町の辺なんですけれども、してありませんので、もうがたがたのところが本当にひど

くて、ともすると、車道のほうへ傾いていってしまうという、これは実感として感じました。また、
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段差のがたがたもあります。これは、車椅子とかベビーカーへの衝撃はかなりあると思います。 

 そして、つるつる滑る舗装というのは、足の弱い人には大変不安定であると、そういう声もあり

ました。また、これは、直接道路の問題、道路のその構造の問題ではないんですけれども、歩行者

の邪魔になる看板や障がい物が道路の道路上にはみ出していて、その看板や物を避けようとして車

の前にはみ出す歩行者があり、とてもこれも危険ですということもありました。 

 最後にもう一つは、交差点で左右を確認するのに、そのときに、やっぱり邪魔な看板とか、旗と

か、看板とか旗というのは、なかなか商売をやってみえる人のものですので、市のほうでどうのと

いうことはちょっと大変なことだと思うんですけれども、その看板とか旗が邪魔になって、不安な

気持ちで、今出ていっていいんかどうなんかなと思いながら不安な確認で進むことになるので、こ

れも大変危険です、こういうふうな声を聞きました。 

 今回の補修工事でも、新町の補修工事なんですけれども、それも何回か市民の意見とか要望を意

見交換されたというふうにお聞きしております。そのときにどんな意見が出されて、そして、それ

をどんなふうに考慮されて今回の改修をされたかということがわかりましたら教えていただきたい

と思います。 

○議長（渡辺友三君）  答弁を求めます。 

 建設部長 尾藤康春君。 

○建設部長（尾藤康春君）  それでは、お答えをいたします。 

 現在、八幡町市街地、新町周辺で行っております道路改修につきましては、平成13年度に道路美

装化事業として実施されたものであります。平成13年の当時の整備にあっては、地区住民の方々の

ワークショップ等が開催され、住民意見を反映されながら整備されたものというふうに思ってはお

りますが、整備後におきまして、縁石のがたがたであったり、そうした改良要望、苦情等があった

ことも承知いたしておるところでございます。 

 そういうところで、15年が経過しまして、道路の劣化、舗装の劣化なんかも激しいというような

ことで、今回整備、再整備をするということで今計画を進めておるところでございます。 

 そうした中で、地区住民の方々の要望等をできる限り反映する、そうした計画というふうにする

ために、平成28年度におきまして、地区の代表者会議を立ち上げました。沿線の８つの地区の代表

者の方、17名の方々によりまして、再整備の方針であったり、舗装の計画、縁石、それから、排水

の計画、そうしたものを合計で６回の検討会を開きました。その検討会を開きまして、また、さら

に多くの地区のそれぞれの住民の方々にも意見をお聞きするために、地区の説明会を５回開催しま

して、まとめ上げてきたものでございます。 

 地区の代表者会議、それから、地区の説明会の中で出た意見としましては、通常の黒いアスファ

ルトでは景観上はよくないであるとか、冬季の雪かきの際に、段差にひっかかって手首を痛めるよ
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うな危険性があるとか、それから、水路のふたも修繕の必要がある。また、かくら石を平らにして

音を軽減することはできないか。 

 あと地区説明会のほうでは、車椅子の生活の親族が現状の縁石に不便さを感じているであったり、

多分ベビーカーも同じだと思いますけれども。それから、交差点は滑りやすいので、滑りどめの施

工をしてもらえるのはありがたいとか、水路上の看板を出している店舗があるので何とかしてほし

いとか、こうしたさまざまな御意見がございました。 

 こういった御意見を踏まえまして、策定された整備計画については、主なものとしては、まず、

水路沿いの縁石によるがたがたを解消するために、既設のかくら石は撤去をいたしまして、かわり

に御影石の施工を取り入れ、滑りどめの加工もして実施をしていくところでございます。 

 また、交差点部の石畳でございますけれども、一部は撤去して、大半は残しますけれども、がた

がたを軽減するために石を削りまして、また、平たん性の確保を図ることと、滑りどめの加工をし

ます。 

 あと道路両側の水路のふたの傾斜であったり、そうした段差の著しいところは、ふたを再設置し

まして、そうした段差を解消すると。そうした形で、あとは舗装については、町並みの景観に配慮

した色彩、経年による骨材の剥離を減少させるなどで舗装の強度を図っておる、そういった整備を

いたしております。 

 これらの再整備によりまして、地区住民の方々が今まで課題と思われた点は、おおむね解消でき

るというふうに考えております。また、景観にも配慮した整備ができるというふうに考えておりま

すので、御理解をお願いいたしたいと思います。 

 以上です。 

（８番議員挙手） 

○議長（渡辺友三君）  田代はつ江君。 

○８番（田代はつ江君）  ありがとうございました。郡上市の中でいっぱいこういうところは、まだ

まだあると思います。今回、新町の道路の改修なんですけれども、新町以外でも透水性の歩道とい

うことで、雨水を吸い取るという施しがされるということで道路を直されたところが、もう今や雨

水も吸わないし、その石がぽろぽろ掘れて、そして、そこに穴があいたり、小石が、そこの家の土

間の中まで小石が飛んできたりして、特に戸なんかをはめてみえるところは、レールにいっぱい石

が入り込んで、それもきのう見てきたんですけれども、入り込んだり、また、入り込んだりします

ので、戸車が傷んでしまうんですね。 

 それとか、小石が飛んではねてくるので大変危険であるとか、こういうところはたくさん郡上市

の中にあるので、次はどこ、次はどこというわけにもいかないと思いますけれども、順次改修をお

願いをしたいと思いますし、今後、自治会で通行に不便、また、危険な箇所のアンケートをとった
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り、また、児童生徒の通学路の危険箇所の把握とか、子育て中のお母さんのベビーカーの不安はな

いかとか、また、車椅子、視覚障がい者の方の話を聞く機会などを、そういう改装のたびに持って

いただいて、そして、優しい道づくりに御尽力をいただければありがたいと思います。大変に事細

かに説明をしていただきましてありがとうございました。 

 以上で、一般質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

○議長（渡辺友三君）  以上で、田代はつ江君の質問を終了いたします。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は２時30分といたします。 

（午後 ２時１７分）  

──────────────────────────────────────────── 

○議長（渡辺友三君）  それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（午後 ２時２９分）  

──────────────────────────────────────────── 

○議長（渡辺友三君）  ここで、先ほどの質問に対しまして市長より発言が求められておりますので、

許可いたします。 

 市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  ちょっと発言の訂正をさせていただきたいと思いますが、先ほどの清水議員

の御質問に対する回答、新市建設計画のところで、最初の10年と、それからその次の「５年約260

億円」と言うべきところを「50年260億円」と言ったそうでございますので、「５年」というふう

に訂正をさせていただきます。申しわけありませんでした。 

○議長（渡辺友三君）  次に、三島市長公室長。 

○市長公室長（三島哲也君）  私のほうからも、先ほどの建設計画のところで修正をさせていただき

たいと思います。 

 30年から残りの５年間のところで、259億円ありまして、そのうち162億円が完成する見込みとな

っておって、「97億円がこの中で30年以降に残っている」と言いましたけど、162億円はもう既に

完成しておるところでございまして、30年末、この５年間には、あと97億円についても、この５年

間で実施してまいったということでございますので、この５年間は259億円が実施できたというこ

とになりますし、最後のほうに言いました、そのうちのあと２年間につきましての78億円が残って

いるということでしたので、最初の「30年以降、97億円が残っていた」という部分は修正させてい

ただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上であります。 

──────────────────────────────────────────── 

◇ 兼 山 悌 孝 君   
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○議長（渡辺友三君）  それでは、９番 兼山悌孝君の質問を許可いたします。 

 ９番 兼山悌孝君。 

○９番（兼山悌孝君）  それでは、議長の発言の許可をいただきまして一般質問を行いたいと思いま

すので、よろしくお願いします。監査委員をやっておりまして、久々の一般質問でございますけれ

ども、何か緊張しております。 

 まず、第１点の29年度の事業の市長評価ということでございますけれども、29年度の公式な事業

評価というのは、年度がかわってから、我々議会や、あるいは諮問機関が行うことでありますので、

それらに影響が及ぶことのないように以下の３点に絞り質問したいと思いますけれども、大半は13

番議員の質問と重複しておりますので、３点を一括で読み上げますので、答弁のほうをよろしくお

願いします。 

 日置市政も３期目を２年経過するところでございますけれども、過去の２期に比べて、やっと思

いのこもった色の出せる事業ができつつあるなどと私は思います。もちろん、市長が日ごろ言われ

ておられる身の丈に合うような制約はあることとは思います。 

 さて、29年度の施政方針の中で、市長は、これからの郡上市が魅力にあふれるまちとして持続発

展を続けていけるよう、第２次郡上市総合計画及び郡上市まち・ひと・しごと総合戦略に掲げた諸

施策を、郡上市観光立市郡上の旗印を掲げ、いわゆる観光でなく、郡上市の光に磨きをかけるよう

に総体的な諸施策を盛り込んでいきたいと演説されました。このことは郡上市民の幸せと市外の

人々が郡上市へ訪れたくなるようなまちづくりを諸事業に含め、あわせ狙ったものであったと思い

ます。 

 そこで、平成29年度を振り返り、市長が思い描いた観光立市郡上の第一歩であったか、お伺いし

たいと思います。 

 次に、第２点目として、受け取り方によっては第１点と重複しておるようですけれども、全部の

事業が同じ方向を向いていたかについて伺います。 

 観光立市郡上の理念をもとにした取り組みは、一般的な観光の意味する観光施設や旅館業、運輸

業、お土産などの製造業だけでなく、歴史文化や自然環境、景観、商工業、農林水産業、福祉、教

育、地域づくりなど、あらゆる分野を連結させて、相乗効果を狙うものであり、市においても、多

くの分野にまたがり、かつ個々の施策を連携、連結して進めることが必須であることとして、各部

局の連携を進化させ、政策能力を高めていくために、観光立市郡上推進本部を設置して事業展開を

されてきたと思います。 

 このような観点から、平成29年度事業を振り返って全職員が観光立市郡上の理念をよく理解し、

同じ方向を向いていたと思われますか、お伺いいたしたいと思います。 

 また、続いて３点目については、30年度の事業が観光立市郡上のステップアップとなっているか



－１６９－ 

をお伺いしたいと思います。 

 このことは予算特別委員会にて、各事業について議会も審議したところではありますが、改めて

30年度の施政方針の中にも触れられておりますが、お伺いいたしたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

○議長（渡辺友三君）  それでは、兼山悌孝君の質問に答弁を求めます。 

 市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  お答えをいたしたいと思いますが、平成29年度は、実質的にはあと残り少な

いという時期に来ております。そういうことでありますが、そういうことで、29年度の事業を振り

返ってみて、いろいろな観点からの御質問であります。 

 翌年度の予算を、新年度予算を編成するときに、大抵は、もちろん決算の出た今年の予算編成作

業で言いますと、28年度の決算をもとにしてどのような行政的な成果といいますか、そういうもの

を上げたのかというようなことと、それから現在進行形の当該年度の施策が今どこまで来ていると

いうようなことは、ヒアリングをしながら、次の新年度の予算の編成をしておりますが、御質問が

ありました平成29年度の予算編成に当たっては、郡上市の総合計画、あるいはまち・ひと・しごと

総合戦略、そういうものを進めていく一つの政策的な旗印として観光立市郡上ということを申し上

げたわけであります。 

 そのことについては、御指摘のございました市の職員の皆さんの御理解はもとより、また市民の

皆さんからも申し上げている趣旨をよく理解していただけるならばと、いただきたいなと思ってお

るところでありますが、特に市民の皆さん方にも、ことしは、毎年、毎年度行っているんですけれ

ども、７カ所で行う市民との懇談会、それにおいても全て、今、私どもが観光立市郡上の推進とい

うことをこういう意味で立ち向かわさせていただいておりますということは、それぞれの会場ごと

に御説明をさせていただいたというようなことであります。 

 なかなか観光立市郡上というと、先ほどもちょっと話が出ていましたが、福祉は置いてけぼりか

とか、そういうふうに思われがちですけれども、そういう福祉等も含めて、あるいはそういう福祉

を高めることこそ究極の目的として、こういう施策をやっているんだということをこれからも理解

を求めていきたいというふうに思います。 

 庁内といいますか、この市役所の中を振り返ってみますと、職員の皆さんは、私の個人的な感想

としては、申し上げているところをよく理解をして取り組んでいただいたというふうに思っており

ます。推進本部を青木副市長が本部長となっていただいて、そうした取り組み体制をつくっていろ

いろな観点から検討をしていただきました。 

 初年度ということで、先ほど青木副市長のほうからの答弁もありましたけども、まだまだ検討不

足、突っ込み不足のこともございましたし、そうしたいろいろな検討を全て平成30年度の予算で具
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体的な施策化されたわけではありませんけども、少なくとも、しかし、そういう全庁的な観点から

いろんな検討をしたことの政策の芽というものは出せたんではないかというふうに思っているとこ

ろであります。 

 こうした施策の、したがって、目的とその向いている方向については、そごはなかったというふ

うに思っているところでありますが、ただ、政策効果、成果として十分なものが出たかどうかとい

うことは、決算も含めて、さらに検証もしていきたいというふうに思っているところであります。 

 それから、そういうことで、今申し上げたことと重複するかもしれませんけれども、いろいろな

事業をそういう非常に従来一般的に言われている観光という意味よりは、広い意味で施策展開をし

ていくんだということでいろんなことをやってまいりましたけれども、そうした取り組みが進めら

れてきたのではないかというふうに思っております。 

 例えば、そういうスポーツ振興というようなこともスポーツツーリズムの振興というようなこと

を含めてやっていかなければいけないというような、従来の例えば縦割りの行政というだけの観点

でない観点で進めていっていただけたのではないかというふうに思っております。 

 したがって、そうしたことをさらに30年度の事業につないでいくというようなことで、御提案を

しているような各般にわたる施策を展開させていただきたいというふうに思っております。 

 先ほど青木副市長の推進本部長の答弁にもありましたように、基本的に基礎的なこともやらなけ

ればいけない新データベースの構築とか、そういうことであるとか、新しい魅力ある観光商品づく

りというようなことで、これまで特に交流のあった岐阜大学等の、国際交流という面で展開してき

た岐阜大学の外国人留学生等を呼んできて、いろんな助言をいただいて観光商品をつくるというよ

うなテーマも予算の中に織り込みましたし、それからまた余り詳しくは説明しておりませんが、観

光立市郡上を目指すからには、職員みずからが少なくともある程度の英語はしゃべれなければいけ

ないというようなことで、来年度の職員研修の中には英語の語学学習といいますか、職員のそのよ

うなものも取り組ませていただきました。 

 そのような形で、いろいろ大小さまざまありますけれども、いろんな取り組みを平成30年度でつ

なげさせていただいたと思っています。まだまだこれでは十分とは言えませんので、さらにいろい

ろ検討を進めながら、財政の許す範囲の中で施策を展開していきたいと思っています。 

（９番議員挙手） 

○議長（渡辺友三君）  兼山悌孝君。 

○９番（兼山悌孝君）  ありがとうございました。私も昨年度、29年の施政方針をやられたときに、

観光立市と言われたときに、観光の観は普通の観光じゃないと言われたときに、話を聞くと、それ

なりに理解はできるんですけれども、じゃ実際にそれが全部浸透していくかなというところに関し

てはどうかなと思うところがあったんですね。 
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 その点、先ほど職員だけでなしに、７カ所を回った懇談会の中でも説明をされてこられたという

ことで、それなりに市民の方にも理解は得られておると思うんですけれども、ただ、多分、多分で

すよ。長いことかかるんやないかと思うんですよね。 

 そこのところがこの30年度が、29年がもととすると、第一ステップということで、なるべくなら

市長御在任のうちに完成というのはないと思うんですけど、形が見えてくるといいかなと思ってお

るんです。その中で、またなお一層の研さん、私たちも含めてですけれども、お願いしたいと思い

ます。 

 また、こんなことを言うと、ちょっと申しわけないんですけども、先般予算特別の中で出た八幡

を中心とか、八幡を核にとか、八幡から展開していくというような話があったもので、私は、観光

立市って優先順位があるんかいというお尋ねをしたんですね。 

 それに対しての、何というんですか、今までの既成的な優位性というか、知名度とか、そういう

ものがあって、そこから始めたいというような申され方やったと思ったんですけれども、ただ、そ

れならそれで、何というんですか、周りで一生懸命地域づくりをしとる人たち、そういう人たちに、

そこも市の市長及び市の計画、方針が浸透していく、あるいは理解していってもらわないかん。 

 特に、周りというのは、高齢化してまって力がなくなりかけとるもので、待っとれんぞというよ

うな焦りもあると思うんです。その中では、グラウンドデザインわかりやすくしていただければ、

そこに対して同じ目標を持って燃えていけるんじゃないかと思いますので、説明をされているとい

うことですけれども、グラウンドデザインとして見える形で、なお一層努力していただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

 続きまして、これちょっと難しいんですけども、内部統制について伺いたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 私は、議会選出の監査委員として２年間職務を務めてまいりましたけれども、監査委員には県や

中部地方、あるいは東海、近畿、北陸地方の合同の３地区大会と、それから全国大会の合計５つの

大会と研修会がございます。この２年間の全ての大会に代表監査委員の大坪監査委員さんと、そし

て事務局の武藤君と参加してまいりましたが、29年度の研修においては、内部統制についてという

のが主なものでありました。 

 でも、何回聞いても難解なんですね。本当に難しいんですけれども、採用されることになれば、

監査委員は深くかかわっていかなければならないと思いますが、そのときには、議選の監査委員が

いいのか、あるいは専門を持った監査委員がいいのかということもありますけれども、法律として

は、平成32年から県や、あるいは指定都市は、自治法の改正によって、その内部統制を行わなけれ

ばならないとなっております。 

 そして、この法律が採択される際には、衆議院の総務委員会において、県や指定都市以外の市町
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村にあっても方針を策定し、体制の整備を促進するようにということで、政府に対して附帯決議が

つけられております。行政を執行するに当たりガバナンスのあり方とか、責任の所在を明確にする

ということは大変大事なことだと思っております。 

 しかし、郡上市は、ちょうど32年と言うと、改選のタイミングに当たるんですね。そこで、この

話を聞くと、市長も答えにくいところがあるかもわかりませんけれども、ただ、もしこれに沿った

採用に近づいていくんなら、もうそろそろそういう研修準備をしていかないかんと思ってお聞きし

ますけれども、この市長の御所見をひとつよろしくお願いします。 

○議長（渡辺友三君）  答弁を求めます。 

 市長 日置敏明君。 

○市長（日置敏明君）  お答えをしたいと思いますが、今、兼山議員から御質問のあったことは、昨

年の29年６月９日付の地方自治法一部改正という中に設けられた規定でありまして、片仮名で言い

ますと、ガバナンスということが問題にされておりまして、地方自治体においても企業においても

そうなんですけども、いわばその経営、運営に当たって、例えば法令に適合しないことが行われた

りとか、あるいは財務の処理が適正に行われないこととか、あるいはこれまでもいろいろ議論され

ておりました個人情報の保護は十分でなかったりとか、いわゆる組織運営上のいわばそうしたミス

が、それがミスでなくて故意に行われるのは、なおよくないんですけども、そういうようなことで

内部の、しかし、仕事の仕方をしっかり、基本方針を定めて、そしてそれに基づくマニュアル等を

つくって誤りのないようにしていくべきだと、こういう議論の中で改正をされたものでありまして、

御指摘のように、地方自治法の150条という改正された条文の中で、都道府県及び政令指定都市は、

それぞれの自治体の内部統制に関する基本方針を長が定めて、それに基づいて行政やっていかなき

ゃいけないと、その内部統制のための方針を定めたときは、それは公表をするとか、あるいは毎年

度毎年度そうした方針に基づいてどのような行政がされたかということを議会にも報告をしなきゃ

いけないし、議会に報告する前には監査委員の監査を受けて報告をしなさいと、こういうものでご

ざいます。 

 一般の市町村については、そういう内部統制の基本方針を定めるよう努めなければいけないとい

う努力義務になっているわけですが、ただ、御指摘もございましたように、法律を通すときに、そ

れは一般の市町村もできるだけやるべきだというような附帯事項がつけられたように記憶しており

ますし、恐らくこういうものは、都道府県、政令市という形で義務づけられているところは当然の

こととしながら、努めなければいけないということは、やらなくてもいいというよりも、むしろこ

れからの自治体は恐らくそういうように一般市町村も努力義務に法律はとどまっていますけども、

恐らく相当の一般市町村がこの法律に基づいたような内部統制によるこうしたガバナンスの確保と

いうことは立ち向かっていくんじゃないかというふうに思っております。 
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 そういう意味で、ただし、法律の施行は、平成32年の４月１日からということでありますので、

まだちょっと時間的には余裕がありますし、それからどのようなことについて基本方針を定めるか

ということについて、財務事務その他総務省令で定める事項というふうになっていまして、その総

務省令がまだ示されておりません。 

 したがって、具体的に法律の求めているものがどういうことについておのおのそういう基本的な

方針を定めるべきかということについては、まだ必ずしも明らかになっておりません。 

 ただ、今こういう自治法改正がなされたものですから、先行的にこういう法の規定がなくてもや

っているところの先行事例がいろいろ既に紹介されております。特に、全国的に有名なのは、浜松

市が有名なんですが、調べてみましたら、岐阜県内でも、岐阜市さんはもう既にこの内部統制基本

指針というものをしっかりつくって、この法にほぼ定められているような運用をされております。 

 したがって、私個人の思いとしては、これはいずれ各市町村、特に先進的な市町村はこれから法

律に義務づけられていなくても取り組んで、そして自治体の事務を誤りなくこうやっていくという

この体制の確立は早晩必要になってくるんだろうというふうに思っておりまして、去る２月13日の

定例庁議におきまして、自治法改正がされたんだけども、まだ施行はちょっと先のほうだけども、

それぞれ皆さんもこの法の精神といいますか、そういうものをよく勉強して、研究しておいてほし

いということで、特に法令の関係の総務課、あるいは行政改革担当の企画課等において中心に、よ

くこの郡上市としては、これにどう対応していくかということを検討してもらいたいという宿題を

皆さんに出しております。 

 私としては、そういうことで、施行は平成32年の４月１日からですけども、法律のできれば、こ

の30年、31年ぐらいにそうしたことに対する研究を十分進めていければというふうに考えていると

ころでございます。 

（９番議員挙手） 

○議長（渡辺友三君）  兼山悌孝君。 

○９番（兼山悌孝君）  ありがとうございました。最近は企業でもコーポレートガバナンスですか、

かなり組織を運営するに当たり責任の所在とか、そういうものを明らかにしていくという形でやら

れておられるようですので、時代の流れが変わってきているのかなという思いでありますけれども、

またその節には議会のほうにも勉強させていただくような機会を与えていただければ幸いと思って

おりますので、よろしくお願いします。 

 それでは、続きまして最後の質問でございますけれども、これは医療系統の募集困難についてで

ございます。 

 全国的な傾向であると聞いておりますけれども、ドクターを初め、看護師さんや薬剤師さん、あ

るいは理学療法士さん、介護士さん、それから保育園の保母さんなど、当市においても人材難でご
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ざいまして、一般職や、あるいは消防署の職員の方は、まだ採用されておるところでございますけ

れども、医療の職種のほうは確保がなかなかできていないというのは現状でありまして、組織を運

営するに当たっても、ここに至ってはちょっとずつ心配、不安なところが出ておるところですけれ

ども、今回採用試験においては、採用年齢を50歳まで引き上げてもらいましたけれども、なかなか

思うようにいっておらんのかなというようなふうに見ておりますが、どうなんでしょうね。何かそ

れ以上のええ手だてがないものかお聞きしたいんですけども、私も腹案もないんですけれども、よ

ろしくお願いします。多分医療系のほうから、ほんなら。 

○議長（渡辺友三君）  郡上市民病院事務局長 古田年久君。 

○郡上市民病院事務局長（古田年久君）  では、私のほうから、病院の取り組みについてお答えをさ

せていただきたいと思います。 

 医療系、医療職員等の募集につきましては、今お話ございましたように、年齢要件を39歳から50

歳へと緩和をさせていただきました。 

 ですが、大学を訪問していろいろ意見を交換する中で、郡上市の試験日がどうもほかの医療機関

等の試験日と比べて遅いという状況が見えてきましたので、その年齢要件に加えて、来年度からは

その試験日をもうちょっと早めさせていただいて、中濃地域の他の病院と同じような時期に郡上市

のほうも試験日を設定できるように、郡上市を受験しやすい日程に変更させていただこうというふ

うに今考えておるところでございます。 

 このほか市外向けの取り組みとしまして、新規就職予定の看護学生の方、こういった方を対象に

民間の就職情報サイトというものがあるんですけども、これがマイナビというサイトですけども、

ここを活用させていただいて、就職情報を提供させていただいております。 

 そういう中、３月の21日に開催される新規就職者への就職ガイダンス、マイナビ岐阜というもの

が岐阜市で行われますけども、こういったものへの参加を予定しております。４月７日には、病院

見学会の実施も予定をしておるというような状況でございますし、また看護専門学校、大学等を直

接訪問させていただいて、求人や就学資金の貸付制度等の案内も実施をしているところでございま

す。 

 ２月20日には、大垣女子短期大学、３月３日には、看護協会、それから今週の金曜日、３月16日

には、下呂の看護専門学校の就職のガイダンスのほうへ出向かせていただくということですし、そ

のほか大垣女子短期大学の看護学生の病院見学なんですが、これを３月２日に実施しました。看護

学科の１、２年生、23名、それから引率者の方２名、計25名の方の参加があったということでござ

います。 

 また、郡上市民病院では、看護専門学校や大学の看護学生の実習についても、順次受け入れをし

ております。29年度としては、下呂の看護専門学校は31名ですし、愛知県の弥富看護学校でも３名、
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それから平成医療短期大学として12名、計46名を受け入れているというような状況もございます。 

 さらに、薬剤師を確保するために、毎年度岐阜薬科大学主催のＯＢ・ＯＧ就職説明会というもの

があるんですが、こちらにも参加をさせていただいておりますし、今年度からは名古屋市内に薬学

部を持つ名城大学、それから愛知学院大学、金城学院大学を訪問させていただいて情報交換を行い

ました。 

 そして、この３月11日には、愛知学院大学の薬学部の主催の合同企業説明会にも参加をさせてい

ただいたという状況もございます。 

 それから、市内向けの取り組みとしましては、昨年の７月になりますけども、郡上高校におきま

して、医療従事者を目指す生徒を対象に市内の病院、昨年の場合は、鷲見病院と国保白鳥病院と郡

上市民病院の３つでしたが、これが共同をしてガイダンスの実施をさせていただいております。参

加者は23名見えました。 

 なお、来年度は郡上北高校のほうでも実施できないかなというふうには考えてございます。 

 こうした職員募集に係る取り組み以外に医療従事者の底辺拡大のために、国保白鳥病院では、ふ

るさとしろとり夢まつりの共催イベントとして、昨年の11月に小学生を対象とした病院体験ツアー

というものの実施をしております。参加者は、小学生が57名、保護者が13名というようなことです。 

 それから、市民病院や国保白鳥病院、和良診療所では、中学生の職場体験の受け入れをしており

ます。そのほか２病院では、郡上高校、郡上北高校のインターンシップの受け入れや岐阜県看護協

会と協力したふれあい看護体験を毎年実施しております。 

 平成30年の２月17日には、県北西部地域医療センターの主催で、将来医師になりたいという志を

持った中学生、高校生及びその保護者を対象としましてキャリア学習講座、親子で学ぶ医学部進学

セミナーというものを新たに実施し、中学生が12名、高校生が２名、保護者４名という参加がござ

いました。 

 現在はこのような活動を行っておりますが、これからも小学生から中高生を初め、その保護者や

地域の大人も含めた幅広い階層に向けた医療従事者の確保のための啓発活動を積極的に行っていき

たいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○議長（渡辺友三君）  健康福祉部長 丸茂紀子君。 

○健康福祉部長（丸茂紀子君）  私のほうからは、介護職員であったり保育士等について御紹介した

いと思いますが、基本的などのように学生に来ていただくかということについては大きな変わりは

ないんですが、介護職員については、例えば偕楽園の例をとりますと、福祉系の大学からの実習生

の受け入れというところで、郡上市においては、中部学院の短期大学部が近いですので、そういう

ところから29年度はございませんでしたけども、28年度に実習生を受け入れ、30年度、新たに新規
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採用となる方は、そのときの実習生であったというようなことがあります。 

 あとは、当然施設が今、大和にありますので、大和中学校の生徒さんは毎年介護体験ということ

で、10月に３日間の体験学習を、そのようなところを受け入れております。このように子どものう

ちから介護であったりとか、身近な体験実習をすることが、それが専門的な道へ進む大きな要因と

なり、その実習場所の環境、職員の方が明るく働いているとか、そういうような環境を見て、郡上

市で働いてみたいというようなところが実際に学生さんであったりとか、就職された方の印象とし

てはあります。 

 偕楽園では、29年度、初めてですが、実際に園から大学のほうへ、中部学院大学であったりとか、

美濃加茂にありますあじさい看護専門学校等にも出向いて、そこの中で施設であったりとか、郡上

市の紹介、またそういう郡上市出身の生徒がいたらぜひ紹介をしていただきたいというようなとこ

ろをやっておりますし、社会福祉協議会がやっております介護職員の初任者研修にも、講師として

職員が出向きます。そのときで、まだ就業してみえない方には、そういうときに事業所のＰＲ等も

させていただいております。 

 あとは、中部学院短期大学部の主催の介護体験セミナーと、１日間ですが、それが毎年偕楽園に

おいてやっておっていただきます。そういうようなところでも、二、三人の市内の高校生の参加が

あるというようなところで、そういう機会を大切にしながら、将来こちらのほうで勤めていただけ

るようにつなげていきたいというところを思っております。 

 保育士につきましては、市内には、公立、私立、19により、直近の園児数は1,275に対して保育

士、幼稚園教諭は203人の方が市内で勤めてみえます。市では、常勤の保育士とか、幼稚園の教諭

の確保のほかに、資格はあるんですが、子育て中でフルに働けないという方を登録保育士としてお

願いしておりまして、現時点では46名が登録してみえまして、急な職員が対応できないとき、休み

とか、そういうときに登録保育士さんの協力を得てやっております。 

 ここのところで、入園児数については、未満児が増加しております。年度途中の増加とあります

ので、これから少子化の状況ではありますが、保育の需要は大変高まってきていると思います。保

育士等の人材確保の方策で、国のほうでは保育士の処遇改善で、施設型給付費に係る加算等が年々

上がっておりますので、賃金面では処遇改善が図られていると思います。 

 また、29年度に市では、保育士の負担軽減や離職防止の図ることを目的として、保育士の雇用管

理改善や労働環境改善に積極的に取り組んでいる保育事業者に対して、保育士資格を持たないけれ

ども、短時間勤務の保育補助員の雇い上げに対して必要な予算を計上しております。 

 また、新卒の保育士を確保する一つの方策としまして、学生が一定期間研修生として仕事を体験

するインターンシップをやっております。29年度は、現時点で５名の学生を受け入れております。 

 以上です。 
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（９番議員挙手） 

○議長（渡辺友三君）  兼山悌孝君。 

○９番（兼山悌孝君）  ありがとうございました。大変どちらもいろんな対策を行っておられるよう

で、そんでもないかという思いはあるんですけれども、みんなが、先ほどの観光立市郡上ではない

ですけども、目標を立ち上げても、足元から崩れていくことのないような形で、皆さんが協力し合

って、人材を確保できるような形でいければ、未来は明るいんじゃないかなと思います。 

 以上で質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（渡辺友三君）  以上で、兼山悌孝君の質問を終了いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

    ◎散会の宣告   

○議長（渡辺友三君）  これで本日の日程は全てを終了いたしました。 

 本日はこれで散会といたします。長時間にわたり御苦労さまでございました。 

（午後 ３時０９分）  
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